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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属マスク開口部が形成された金属マスクと、当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸
着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されて
なる蒸着マスクの製造方法であって、
　前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設けられ、当該樹
脂板の他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００
４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられた蒸着マスク準備体
を準備する工程と、
　前記蒸着マスク準備体に対し、前記金属マスク側から前記樹脂板にレーザー光を照射し
、当該樹脂板に前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部を形成する工程と
、
　前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクから前
記保護シートを剥離する工程と、
　を含む蒸着マスクの製造方法。
【請求項２】
　前記蒸着マスク準備体が、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属
マスクが設けられ、当該樹脂板の他方の面上に複数の前記保護シートが設けられた蒸着マ
スク準備体である請求項１に記載の蒸着マスクの製造方法。
【請求項３】
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　金属マスク開口部が形成された金属マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着
作製するパターンに対応する樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてな
る蒸着マスクを得るための蒸着マスク準備体であって、
　前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設けられ、当該樹
脂板の他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００
４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている蒸着マスク準
備体。
【請求項４】
　金属マスク開口部が形成された金属マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着
作製するパターンに対応する樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてな
る蒸着マスクを得るための蒸着マスク準備体であって、
　前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクを得るための金属板
が設けられ、当該樹脂板の他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥
離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられ
ている蒸着マスク準備体。
【請求項５】
　有機半導体素子の製造方法であって、
　フレームに蒸着マスクが固定されたフレーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着
パターンを形成する工程を含み、
　前記蒸着パターンを形成する工程で、前記フレームに固定される前記蒸着マスクが、請
求項１又は２に記載の製造方法で製造された蒸着マスクである有機半導体素子の製造方法
。
【請求項６】
　有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　請求項５に記載の有機半導体素子の製造方法により製造された有機半導体素子が用いら
れる、有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　樹脂マスク開口部を有する樹脂マスクの一方の面上に、金属マスク開口部を有する金属
マスクが設けられ、
　前記樹脂マスクの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度
が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている
蒸着マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、蒸着マスクの製造方法、蒸着マスク準備体、有機半導体素子の製
造方法、及び蒸着マスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子を用いた製品の大型化或いは基板サイズの大型化にともない、蒸着マスク
に対しても大型化の要請が高まりつつある。そして、金属から構成される蒸着マスクの製
造に用いられる金属板も大型化している。しかしながら、現在の金属加工技術では、大型
の金属板に開口部を精度よく形成することは困難であり、開口部の高精細化への対応はで
きない。また、金属のみからなる蒸着マスクとした場合には、大型化に伴いその質量も増
大し、フレームを含めた総質量も増大することから取り扱いに支障をきたすこととなる。
【０００３】
　このような状況下、特許文献１には、スリット（金属マスク開口部）が設けられた金属
マスクと、金属マスクの表面に位置し蒸着作製するパターンに対応した開口部が縦横に複
数列配置された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクの製造方法が提案されている。
特許文献１に提案がされている蒸着マスクの製造方法によれば、レーザー照射により樹脂
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マスクの開口部の開口精度を向上させることができ、高精細な蒸着パターンの形成が可能
な蒸着マスクを製造することができるとされている。特許文献２～特許文献４は、特許文
献１に提案がされている蒸着マスクの製造方法に関連する文献である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２８８０３７号公報
【特許文献２】特開２０１５－６７８９１号公報
【特許文献３】特開２０１４－１３３９３８号公報
【特許文献４】特開２０１５－６７８９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の実施形態は、大型化した場合でも高精細化と軽量化の双方を満たすことができ
る蒸着マスクを簡便に、且つ歩留まり良く製造することができる蒸着マスクの製造方法を
提供すること、及びこの蒸着マスクの製造方法に用いられる蒸着マスク準備体を提供する
こと、並びに有機半導体素子を精度よく製造することができる有機半導体素子の製造方法
や蒸着マスクを提供することを主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一実施形態の蒸着マスクは、金属マスク開口部が形成された金属マスクと、当
該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部が
形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクの製造方法であって、前記樹脂マス
クを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設けられ、当該樹脂板の他方の面
上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ
以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられた蒸着マスク準備体を準備する工程
と、前記蒸着マスク準備体に対し、前記金属マスク側から前記樹脂板にレーザー光を照射
し、当該樹脂板に前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部を形成する工程
と、前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクから
前記保護シートを剥離する工程とを含む。
【０００７】
　また、前記蒸着マスク準備体が、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前
記金属マスクが設けられ、当該樹脂板の他方の面上に複数の前記保護シートが設けられた
蒸着マスク準備体であってもよい。
【０００８】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金属
マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マス
ク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るための蒸着マスク
準備体であって、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設
けられ、当該樹脂板の他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７で準拠される剥離強度が０．０
００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている。
【０００９】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金属
マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マス
ク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るための蒸着マスク
準備体であって、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクを得
るための金属板が設けられ、当該樹脂板の他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９
で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シ
ートが設けられている。
【００１０】
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　また、本開示の一実施形態の有機半導体素子の製造方法は、フレームに蒸着マスクが固
定されたフレーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成する工程を含
み、前記蒸着パターンを形成する工程で、前記フレームに固定される前記蒸着マスクが、
上記蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マスクである。
【００１１】
　また、本開示の一実施形態の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、上記有機半導体素子
の製造方法により製造された有機半導体素子が用いられる。
【００１２】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスクは、金属マスク開口部が形成された金属マスク
と、当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開
口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクの製造方法であって、前記樹
脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設けられ、当該樹脂板の他
方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シートが吸着されてなる蒸着マスク準備体
を準備する工程と、前記蒸着マスク準備体に対し、前記金属マスク側から前記樹脂板にレ
ーザー光を照射し、当該樹脂板に前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部
を形成する工程と、前記蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部が形成された
樹脂マスクから前記保護シートを剥離する工程とを含む。
【００１３】
　また、前記樹脂板の他方の面上に吸着されてなる前記保護シートが、シリコーン系樹脂
、及びウレタン系樹脂の何れか一方、又は双方を含有する保護シートであってもよい。ま
た、前記蒸着マスク準備体が、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金
属マスクが設けられ、当該樹脂板の他方の面上に複数の前記保護シートが吸着されてなる
蒸着マスク準備体であってもよい。
【００１４】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金属
マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マス
ク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るための蒸着マスク
準備体であって、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクが設
けられ、当該樹脂板の他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シートが吸着され
てなる。
【００１５】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金属
マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マス
ク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るための蒸着マスク
準備体であって、前記樹脂マスクを得るための樹脂板の一方の面上に前記金属マスクを得
るための金属板が設けられ、当該樹脂板の他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保
護シートが吸着されてなる。
【００１６】
　また、本開示の一実施形態の有機半導体素子の製造方法は、フレームに蒸着マスクが固
定されたフレーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成する工程を含
み、前記蒸着パターンを形成する工程で、前記フレームに固定される前記蒸着マスクが、
上記蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マスクである。
【００１７】
　また、本開示の一実施形態の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、上記有機半導体素子
の製造方法により製造された有機半導体素子が用いられる。
【００１８】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスクは、樹脂マスク開口部を有する樹脂マスクの一
方の面上に、金属マスク開口部を有する金属マスクが設けられ、前記樹脂マスクの他方の
面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍ
ｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている。
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【００１９】
　また、本開示の一実施形態の蒸着マスクは、樹脂マスク開口部を有する樹脂マスクの一
方の面上に、金属マスク開口部を有する金属マスクが設けられ、前記樹脂マスクの他方の
面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シートが吸着されてなる。
【発明の効果】
【００２０】
　本開示の蒸着マスクの製造方法、及び本開示の蒸着マスク準備体によれば、大型化した
場合でも高精細化と軽量化の双方を満たすことができる蒸着マスクを簡便、且つ歩留まり
良く製造することができる。また、本開示の有機半導体素子の製造方法や蒸着マスクによ
れば、有機半導体素子を精度よく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一実施形態の蒸着マスクの製造方法の一例を説明するための工程図である。
【図２】比較の蒸着マスクの一例を示す概略断面図である。
【図３】比較の蒸着マスク準備体を用いて製造された蒸着マスクを樹脂マスク側からみた
ときの樹脂マスク開口部近傍の拡大正面図である
【図４】蒸着マスク準備体の形成方法の一例を説明するための工程図である。
【図５】（ａ）は、一例としての蒸着マスク準備体を保護シート３０側から平面視したと
きの正面図であり、（ｂ）は、（ａ）の蒸着マスク準備体の概略断面図である。
【図６】（ａ）は、一例としての蒸着マスク準備体を保護シート３０側から平面視したと
きの正面図であり、（ｂ）は、（ａ）の蒸着マスク準備体の概略断面図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、一例としての蒸着マスク準備体を保護シート３０側から平面
視したときの正面図である。
【図８】フレームの一例を示す正面図である。
【図９】（ａ）は、一実施形態の蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マスクを金属マ
スク側から平面視したときの正面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ概略断面図である
。
【図１０】実施形態（Ａ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面視したときの正面図であ
る。
【図１１】実施形態（Ａ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面視したときの正面図であ
る。
【図１２】実施形態（Ａ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面視したときの正面図であ
る。
【図１３】（ａ）、（ｂ）はともに実施形態（Ａ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面
視したときの正面図である。
【図１４】実施形態（Ｂ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面視したときの正面図であ
る。
【図１５】実施形態（Ｂ）の蒸着マスクを金属マスク側から平面視したときの正面図であ
る。
【図１６】フレーム付き蒸着マスクを樹脂マスク側から平面視したときの正面図である。
【図１７】フレーム付き蒸着マスクを樹脂マスク側から平面視したときの正面図である。
【図１８】有機ＥＬディスプレイを有するデバイスの一例を示す図である。
【図１９】一実施形態の蒸着マスクの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面等を参照しながら説明する。なお、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定し
て解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ
、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であっ
て、本発明の解釈を限定するものではない。また、本願明細書と各図において、既出の図
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に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略す
ることがある。また、説明の便宜上、上方又は下方等という語句を用いて説明するが、上
下方向が逆転してもよい。左右方向についても同様である。
【００２３】
　＜＜蒸着マスクの製造方法＞＞
　以下、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法について、図面を用いて具体的
に説明する。本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、図１に示すように、金
属マスク開口部１５が形成された金属マスク１０と、当該金属マスク開口部１５と重なる
位置に蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２
０とが積層されてなる蒸着マスク１００の製造方法であって、図１（ａ）に示すように、
樹脂マスクを得るための樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、樹脂板
２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．００
０４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が設けられた蒸着マスク
準備体６０を準備する工程と、図１（ｂ）に示すように、蒸着マスク準備体６０に対し、
金属マスク１０側から樹脂板２０Ａにレーザー光を照射し、当該樹脂板２０Ａに蒸着作製
するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５を形成する工程と、図１（ｃ）に示すよう
に、蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２０
から保護シート３０を剥離する工程、換言すれば、最終的な製造対象物である蒸着マスク
１００から保護シート３０を剥離する工程と、を含む。
【００２４】
　本願明細書で言う剥離強度とは、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される１８０
°引きはがし粘着力と同義であり、剥離強度の測定は、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９
における（方法２）：背面に対する１８０°引きはがし粘着力に準拠して行うことができ
る。具体的には、ステンレス板に、試験テープ（その表面に粘着剤を有するポリイミドフ
ィルム（ポリイミドテープ５４１３（スリーエムジャパン（株）製））を、ステンレス板
と粘着剤とが対向するようにして貼り合わせた試験板を用い、この試験板のポリイミドフ
ィルムに、試験片としての保護シートを貼り、試験片としての保護シートを、試験板とし
てのポリイミドフィルムから１８０°引きはがすときの剥離強度（対ポリイミド）を、Ｊ
ＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９に準拠した方法で測定することで、保護シートの剥離強度
を測定することができる。剥離強度の測定を行う測定機は、電気機械式万能試験機（５９
００シリーズ　インストロン社製）を用いることとする。
【００２５】
　各工程の説明を行うにあたり、はじめに、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造
方法に用いられる蒸着マスク準備体６０の要件を満たさない「比較の蒸着マスク準備体６
０Ａ」を用いて蒸着マスクを製造した場合を例に挙げ、本開示の実施の形態に係る蒸着マ
スクの製造方法の優位性について説明する。なお、「比較の蒸着マスク準備体６０Ａ」は
、図２に示すように、樹脂板２０Ａの他方の面に保護シート３０が設けられていない点に
おいてのみ、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で用いられる蒸着マスク準
備体６０（図１（ａ）参照）と相違している。
【００２６】
　「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａに対する樹脂マスク開口部の形成、及び本
開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法に用いられる蒸着マスク準備体６０の樹脂
板２０Ａに対する樹脂マスク開口部２５の形成は、金属マスク１０側から樹脂板２０Ａに
レーザー光を照射し、樹脂板２０Ａを分解することで行われる。
【００２７】
　ここで、「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マス
ク開口部２５を形成途中の段階、換言すれば、樹脂板２０Ａに最終的に樹脂マスク開口部
２５となる凹部が存在している段階に着目すると、レーザー光の照射によるレーザー加工
の進行にともない、樹脂板２０Ａの底面から凹部の底面までの厚みは薄くなっていき、凹
部や、当該凹部近傍の樹脂板２０Ａの強度が低下していくこととなる。そして、この強度
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の低下にともない、樹脂マスク開口部２５が形成される直前においては、樹脂板２０Ａの
一部が千切れてしまい「バリ」や「滓」が発生しやすくなる。また、樹脂板２０Ａの底面
と、凹部の底面との厚みは薄くなっていくことに伴い、フォーカスボケに起因した「バリ
」や「滓」も発生しやすくなる。具体的には、フォーカスボケによって、レーザー光によ
る樹脂板２０Ａの分解が正常に行われず、樹脂マスク開口部２５のエッジ部に「バリ」が
生ずる場合や、分解しきれなかった樹脂板２０Ａの一部が「滓」として残りやすくなる。
なお、本願明細書で言う「滓」とは、「デブリ」と同意である。
【００２８】
　また、「比較の蒸着マスク準備体」を加工ステージ７０上に載置して、「比較の蒸着マ
スク準備体」の樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する場合においては、加工ス
テージ７０と「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａとの間にある程度の隙間が存在
することとなり、この隙間も、レーザー光を照射するときのフォーカスボケの要因となる
。なお、加工ステージ７０と、「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａとの隙間を小
さくする、つまりは、加工ステージ７０と、「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａ
との密着性を向上させるべく、各種の吸着方法、例えば、静電吸着、真空吸着、磁石で吸
着する方法を用いることができる。しかしながら、これらの吸着方法では、「比較の蒸着
マスク準備体」の樹脂板２０Ａの平滑性が低下する場合や、レーザー光を照射することで
、吸着部がダメージを受けてしまう点、或いは部分(微視)的には、樹脂板２０Ａと加工ス
テージ７０とが完全に密着していない部分が発生してしまい好ましくない。
【００２９】
　「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときに
発生する「バリ」や「滓」は、図３（ａ）に示すように樹脂マスク開口部２５の内周側に
向かって突出する、及び／又は、図３（ｂ）に示すように、樹脂マスク２０の金属マスク
１０と接しない側の表面に付着する傾向にある。図３（ａ）に示すような「バリ」や「滓
」が発生した場合には、製造された蒸着マスクを用いて、蒸着対象物に蒸着パターンの形
成を行う際に、「バリ」や「滓」が蒸着源から放出された蒸着材料を遮断してしまい、蒸
着対象物に不十分なパターンが形成されてしまう、いわゆるパターン欠陥を引き起こす要
因となる。また、蒸着マスクを用いて、蒸着対象物に精度良いパターン蒸着を行うために
は、蒸着マスクと蒸着対象物とが十分に密着していることが必要とされるものの、図３（
ｂ）に示すような「バリ」や「滓」が発生した場合には、蒸着マスクと蒸着対象物との間
で密着不良が発生し、画素ボケ等が発生する要因となる。なお、図３は、「比較の蒸着マ
スク準備体」を用いて製造された蒸着マスクを樹脂マスク側から平面視したときの樹脂マ
スク開口部２５近傍の拡大正面図である。
【００３０】
　＜蒸着マスク準備体を準備する工程＞
　そこで、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、レーザー光を照射して
樹脂マスク開口部２５を形成するための樹脂板２０Ａを備える蒸着マスク準備体として、
樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪ
ＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０
．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が設けられている蒸着マスク準備体６０が用いら
れる。換言すれば、蒸着マスク１００を得るための蒸着マスク準備体６０として、以下の
（特徴１）、（特徴２）を有する蒸着マスク準備体６０が用いられる。
　（特徴１）：樹脂マスク２０を得るための樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０
が設けられ、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が設けられている点。
　（特徴２）：上記（特徴１）の構成を呈する蒸着マスク準備体６０において、樹脂板２
０Ａの他方の面上に設けられる保護シートのＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠され
る剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満である点。
【００３１】
　この特徴（特に、上記（特徴１））を有する蒸着マスク準備体６０によれば、蒸着マス
ク準備体６０の樹脂板２０Ａにレーザー光を照射し、樹脂板２０Ａを分解して樹脂マスク
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開口部２５を形成する際に、「バリ」や「滓」が生ずることを抑制することができる。こ
れにより、高精細な蒸着パターンの形成が可能な蒸着マスク１００を得ることができる。
具体的には、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられている保護シート３０により、樹脂板
２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５を形成するときのフォーカスボケを
抑制することができ、フォーカスボケにより、樹脂板２０Ａの分解が不十分となることに
起因した「バリ」や、「滓」の発生を抑制することができる。また、この特徴（特に、上
記（特徴１））を有する蒸着マスク準備体６０によれば、例えば、加工ステージ７０に蒸
着マスク準備体６０を載置して樹脂マスク開口部２５の形成を行う際に、加工ステージ７
０と蒸着マスク準備体６０との間に隙間が生じている場合であっても、樹脂板２０Ａにレ
ーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５を形成するときのフォーカスボケを抑制するこ
とができる。
【００３２】
　また、上記特徴（特に、上記（特徴１））を有する蒸着マスク準備体６０によれば、樹
脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときのフォーカスボケの抑制に加え、樹脂
板２０Ａ自体の強度を高めることができ、このことによっても、「バリ」や「滓」の発生
を抑制することができる。具体的には、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられている保護
シート３０の存在によって、最終的に樹脂マスク開口部２５となる凹部や、凹部近傍の樹
脂板２０Ａの強度低下の防止を図ることができる。具体的には、保護シート３０が樹脂板
であると仮定した場合、みかけ上の樹脂板２０Ａの厚みを厚くすることができる。つまり
、保護シート３０は、フォーカスボケを防止する役割とともに、樹脂板の強度低下を防止
する支持体としての役割を果たす。なお、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられた保護シ
ート３０により、最終的に樹脂マスク開口部２５となる凹部や、凹部近傍の樹脂板２０Ａ
の強度低下の防止を図ることで、レーザー光を照射して樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部
を形成する段階において、樹脂板２０Ａの一部が千切れてしまうこと等を抑制することが
できる。
【００３３】
　なお、フレームと蒸着マスクとの位置合わせ誤差を低減させるべく、フレームに蒸着マ
スク準備体を固定した状態で、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する場合にお
いて、この蒸着マスク準備体が、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が吸着され
ていない「比較の蒸着マスク準備体」である場合には、レーザー光の照射時に、フレーム
の存在によって「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａと、加工ステージ７０とを密
着させることができず、フレームに固定した状態で樹脂マスク開口部２５の形成を行う場
合には、フォーカスボケの程度は大きくなる。一方、本開示の実施の形態に係る蒸着マス
クの製造方法では、蒸着マスク準備体６０と加工ステージ７０に隙間が存在する場合であ
っても、樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着されている保護シート３０の存在によって、樹
脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する時におけるフォーカスボケの発生を防止す
ることができる。
【００３４】
　つまり、上記特徴（特に、上記（特徴１））を有する本開示の実施の形態に係る蒸着マ
スクの製造方法によれば、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときの「バリ
」や「滓」の発生を抑制することができ、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を精度よ
く形成することができる。
【００３５】
　さらに、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、上記（特徴１）に加え
、（特徴２）を有する蒸着マスク準備体６０を用いることから、後述する蒸着マスク準備
体６０から保護シート３０を剥離する工程において、樹脂板２０Ａがダメージを受けるこ
とや、保護シート３０を剥離する工程の前における保護シート３０の意図しない剥離を抑
制することができる。
【００３６】
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、上記（特徴２）として、樹脂板
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２０Ａの他方の面上に、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０
００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が設けられていること
を必須の条件としている。換言すれば、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられる保護シー
ト３０として、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ
／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が用いられることを必須の条件
としている。これは、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準
拠される剥離強度が０．２Ｎ／１０ｍｍ以上の保護シートを設けた場合には、樹脂板２０
Ａからこの保護シートを剥離するときに、樹脂板２０Ａがダメージを受け、換言すれば、
樹脂板２０Ａに高い応力がかかり、当該樹脂板２０Ａに形成されている樹脂マスク開口部
２５の寸法や、位置に変動が生じてしまうことによる。また、樹脂板２０Ａに剥離痕等が
生じやすくなることによる。一方で、樹脂板２０Ａの他方の面上に、ＪＩＳ　Ｚ－０２３
７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートを設け
た場合には、当該保護シートを剥離する工程の前に、意図しない保護シートの剥離が生じ
てしまうことによる。
【００３７】
　好ましい形態の蒸着マスク準備体は、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３
７：２００９で準拠される剥離強度が０．００１２Ｎ／１０ｍｍ以上０．０１２Ｎ／１０
ｍｍ以下の保護シートが設けられている。より好ましい形態の蒸着マスク準備体６０は、
樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０
．００２Ｎ／１０ｍｍ以上０．０４Ｎ／１０ｍｍ以下の保護シートが設けられている。特
に好ましい形態の蒸着マスク準備体６０は、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０
２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．００２Ｎ／１０ｍｍ以上０．０２Ｎ／１０
ｍｍ以下の保護シート３０が設けられている。
【００３８】
　上記では、加工ステージ７０に蒸着マスク準備体６０を載置した状態で、樹脂マスク開
口部２５を形成する場合を例に挙げて説明を行ったが、本開示の実施の形態に係る蒸着マ
スクの製造方法は、加工ステージ７０への蒸着マスク準備体６０の載置を必須の条件とす
るものではなく、例えば、加工ステージ７０に蒸着マスク準備体６０を載置せずにフレー
ムに蒸着マスク準備体６０を固定した状態で、或いはこれ以外の方法で、蒸着マスク準備
体の樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５の形成を行うこともでき
る。
【００３９】
　（蒸着マスク準備体の製造方法の一例）
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法に用いられる蒸着マスク準備体６０は
、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、樹脂板２０Ａの他方の面上に
上記（特徴２）を満たす保護シート３０が設けられているとの条件を満たすものであれば
、蒸着マスク準備体６０の製造方法についていかなる限定もされることはない。
【００４０】
　例えば、予め金属マスク開口部１５が形成されている金属マスク１０を準備し、この金
属マスク１０を樹脂板２０Ａの一方の面上に従来公知の方法、例えば、接着剤等を用いて
貼り合せ、上記（特徴２）の条件を満たすように、保護シート３０を樹脂板２０Ａの他方
の面に直接的に、或いは接着剤等を用いて間接的に貼り合わせることで蒸着マスク準備体
６０を得ることができる。なお、樹脂板２０Ａの他方の面に保護シート３０を設けた後に
、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０を貼り合わせてもよい。また、樹脂板２０
Ａに保護シート３０を直接的に、或いは間接的に貼り合わせることにかえて、各種印刷方
法等を用いて、樹脂板２０Ａ上に保護シート３０となる層を形成してもよい。
【００４１】
　また、金属マスク１０を得るための金属板を準備し、樹脂板２０Ａの一方の面上にこの
金属板を貼り合わせ、当該金属板のみを貫通する金属マスク開口部１５を形成し、次いで
、上記（特徴２）の条件を満たすように、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を
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設けてもよい。樹脂板２０Ａと保護シート３０との貼り合わせは、樹脂板２０Ａと金属板
とを貼り合わせる前に行ってもよく、樹脂板２０Ａと金属板を貼り合わせた後であって、
金属マスク開口部１５を形成する前の段階で行ってもよい。つまり、樹脂板２０Ａと保護
シート３０との貼り合わせは、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する前であれ
ば、いかなる段階で行ってもよい。
【００４２】
　図４（ａ）～（ｄ）は、蒸着マスク準備体６０の形成方法の一例を示す概略断面図であ
り、図示する形態では、金属板１０Ａ上に樹脂板２０Ａを設けた後に、当該金属板１０Ａ
に金属マスク開口部１５を形成し、その後、樹脂板２０Ａの金属マスクと接しない側の面
に保護シートを設けている。なお、上記（特徴２）を満たすように、樹脂板２０Ａと保護
シート３０との間に任意の層を設けることもできる。
【００４３】
　金属板１０Ａ上に樹脂板２０Ａを形成する方法としては、樹脂板２０Ａの材料となる樹
脂を適当な溶媒に分散、或いは溶解した塗工液を、従来公知の塗工方法で塗工、乾燥する
方法等を挙げることができる。また、金属板１０Ａ上に接着層等を介して樹脂板２０Ａを
貼り合せてもよい。当該方法では、図４（ａ）に示すように、金属板１０Ａ上に樹脂板２
０Ａを設けた後に、金属板１０Ａの表面にレジスト材６２を塗工し、金属マスク開口部パ
ターンが形成されたマスク６３を用いて当該レジスト材をマスキングし、露光、現像する
。これにより、図４（ｂ）に示すように、金属板１０Ａの表面にレジストパターン６４を
形成する。そして、当該レジストパターン６４を耐エッチングマスクとして用いて、金属
板１０Ａのみをエッチング加工し、エッチング終了後に前記レジストパターンを洗浄除去
する。これにより、図４（ｃ）に示すように、樹脂板２０Ａの一方の面上に、金属板１０
Ａに金属マスク開口部１５が形成されてなる金属マスク１０が設けられた積層体を得る。
次いで、図４（ｄ）に示すように、得られた積層体の樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シ
ート３０を貼り合わせる、或いは各種の印刷方法を用いて保護シート３０となる層を形成
することで、蒸着マスク準備体６０を得る。
【００４４】
　レジスト材のマスキング方法について特に限定はなく、図４（ａ）に示すように金属板
１０Ａの樹脂板２０Ａと接しない面側にのみレジスト材６２を塗工してもよく、樹脂板２
０Ａと金属板１０Ａのそれぞれの表面にレジスト材６２を塗工してもよい（図示しない）
。また、金属板１０Ａの樹脂板２０Ａと接しない面、或いは樹脂板２０Ａと金属板１０Ａ
のそれぞれの表面にドライフィルムレジストを貼り合せるドライフィルム法を用いること
もできる。レジスト材６２の塗工法について特に限定はなく、金属板１０Ａの樹脂板２０
Ａと接しない面側にのみレジスト材６２を塗工する場合には、スピンコート法や、スプレ
ーコート法を用いることができる。一方、樹脂板２０Ａと金属板１０Ａとを積層したもの
が長尺シート状である場合には、ロール・ツー・ロール方式でレジスト材を塗工すること
ができるディップコート法等を用いることが好ましい。なお、ディップコート法では、樹
脂板２０Ａと金属板１０Ａのそれぞれの表面にレジスト材６２が塗工されることとなる。
【００４５】
　レジスト材としては処理性が良く、所望の解像性があるものを用いることが好ましい。
また、エッチング加工の際に用いるエッチング材については、特に限定されることはなく
、公知のエッチング材を適宜選択すればよい。
【００４６】
　金属板１０Ａのエッチング法について特に限定はなく、例えば、エッチング材を噴射ノ
ズルから所定の噴霧圧力で噴霧するスプレーエッチング法、エッチング材が充填されたエ
ッチング液中に浸漬エッチング法、エッチング材を滴下するスピンエッチング法等のウェ
ットエッチング法や、ガス、プラズマ等を利用したドライエッチング法を用いることがで
きる。
【００４７】
　（保護シート）
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　樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられる保護シート３０は、上記（特徴２）の条件を満
たすことができるものであればよく、つまりは、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠
される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートで
あるとの条件を満たすものであれば、これ以外の条件について限定されることはない。
【００４８】
　保護シート３０は、上記（特徴２）の条件を満たすように、（ｉ）樹脂板２０Ａの他方
の面上に直接的に設けてもよく、（ｉｉ）樹脂板２０Ａの他方の面上に、任意の層を介し
て間接的に設けてもよい。
【００４９】
　樹脂板２０Ａの他方の面上に直接的に設けられる保護シート３０としては、その表面が
自己吸着性、或いは自己粘着性を有する保護シート３０を挙げることができる。
【００５０】
　ここで言う保護シート３０の自己吸着性とは、保護シート３０自体の機構によって樹脂
板２０Ａの他方の面上に吸着可能な性質を意味する。具体的には、樹脂板２０Ａの他方の
面と保護シートとの間に接着剤、粘着剤等を介さず、また、樹脂板２０Ａと保護シートと
を外部機構、例えば、磁石等によって引き付けることを要せずに、樹脂板２０Ａの他方の
面上に密着させることができる性質を意味する。このような自己吸着性を有する保護シー
ト３０によれば、樹脂板２０Ａと接したときに、エアー（空気）を退けながら樹脂板２０
Ａに当該保護シート３０を吸着させることができる。
【００５１】
　自己吸着性を有する保護シート３０としては、例えば、保護シート３０を構成する樹脂
材料自体の働きにより自己吸着性が発現されるものを用いることができる。
【００５２】
　このような保護シート３０の樹脂材料について特に限定はなく、樹脂板２０Ａから保護
シート３０を剥離するときの剥離強度が上記（特徴２）の条件を満たすことができる材料
を適宜選択して用いることができる。一例としての保護シート３０は、自己吸着性を発現
させることができる樹脂として、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、ウレタン系樹脂、
ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、シクロオレフィン樹脂、
ポリエチレン樹脂等を含んでおり、当該保護シート３０を樹脂板２０Ａから剥離するとき
の剥離強度が上記（特徴２）の条件を満たしている。後述するセル吸盤構造を有する保護
シートの樹脂材料についてもこれらの樹脂材料を用いることができる。なお、保護シート
３０は、１種の樹脂を単独で含有していてもよく、２種以上の樹脂を含有していてもよい
。例えば、剥離性の高い樹脂材料を組合せて用い、保護シート３０の剥離強度を上記（特
徴２）の条件を満たすように調整することもできる。後述する各種形態の保護シート３０
についても同様である。また、樹脂材料自体が吸着性を有する保護シート３０として、例
えば、特開２００８－３６８９５号公報に記載されている素材自体が吸着性を有するシー
ト状物等を用いることもできる。
【００５３】
　また、上記樹脂材料自体の働きにより自己吸着性を有する保護シート３０にかえて、そ
の表面がセル吸盤構造を有する保護シート３０を用いてもよい。セル吸盤構造を有する保
護シート３０を用いる場合においても、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離するとき
の剥離強度が上記（特徴２）の条件を満たすことを条件とする。セル吸盤構造とは、表面
に形成された連続する微細な凹凸構造を意味し、この連続する微細な凹凸構造が吸盤とし
ての作用を奏することで保護シート３０に自己吸着性が付与される。このような保護シー
ト３０としては、例えば、特開２００８－３６８９５号公報に記載されているセル吸盤構
造を有するシート状物等を挙げることができる。
【００５４】
　保護シート３０の樹脂板２０Ａと接する側の表面に接着処理を施すことで、保護シート
３０に粘着性（接着性と言う場合もある）を発現させることもできる。接着処理としては
、例えば、コロナ放電処理、火炎処理、オゾン処理、紫外線処理、放射線処理、粗面化処
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理、化学薬品処理、プラズマ処理、低温プラズマ処理、プライマー処理、グラフト化処理
等を挙げることができる。
【００５５】
　樹脂板２０Ａの他方の面上に直接的に保護シート３０を設けることにかえて、樹脂板２
０Ａの他方の面上に、接着性或いは粘着性を有する層（以下、中間層と言う場合がある。
）を介して保護シート３０を間接的に設けてもよい。なお、保護シート３０を間接的に設
ける形態とする場合においても、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離するときの剥離
強度は上記（特徴２）を満たしていることを必須の条件とする。
【００５６】
　保護シート３０自体が、自己吸着性や自己粘着性を有しない場合には、中間層は、樹脂
板２０Ａと保護シート３０とを密着させるための役割を果たす。つまり、中間層として接
着性或いは粘着性を有する層が用いられる。また、保護シート３０を樹脂板２０Ａの他方
の面上に直接的に設けた場合に、上記（特徴２）の条件を満たすことができない場合には
、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離するときの剥離強度を調整するための層として
、樹脂板２０Ａと保護シート３０との間に中間層を設けることもできる。なお、剥離強度
を調整するための中間層は、例えば、保護シート３０を樹脂板２０Ａの他方の面上に直接
的に設けたときに、保護シート３０を剥離するときの剥離強度が０．２Ｎ／１０ｍｍ以上
となる場合に、この剥離強度を下げるための層として樹脂板２０Ａと保護シート３０との
間に設けてもよく、保護シート３０を剥離するときの剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍ
ｍ未満となる場合に、この剥離強度を上げるための層として樹脂板２０Ａと保護シート３
０との間に設けてもよい。
【００５７】
　中間層は、１つの層からなる単層構成を呈していてもよく、２以上の層が積層されてな
る積層構成を呈していてもよい。例えば、樹脂板２０Ａ側から、樹脂板２０Ａと保護シー
ト３０とを密着させるための接着層、保護シートを剥離するときの剥離強度を調整するた
めの剥離層がこの順で積層されてなる中間層を、樹脂板２０Ａと保護シート３０との間に
設けてもよい。
【００５８】
　中間層は、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離するときに、当該保護シート３０と
ともに樹脂板２０Ａから剥離される層であってもよく、樹脂板２０Ａ側に残存する層であ
ってもよい。なお、樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５を形成す
る工程において、保護シート３０や、中間層がレーザー光で分解された場合には、新たな
「バリ」や、「滓」の発生源となることから、後述するように、保護シート３０や、中間
層はレーザー光によって分解されない、或いは分解されにくいものであることが好ましい
。なお、レーザー光によって分解されない、或いは分解されにくい中間層とし、保護シー
ト３０を樹脂板２０Ａから剥離する工程において、当該中間層が樹脂板２０Ａ側に残存す
る構成とした場合には、残存した中間層が、樹脂板２０Ａに形成された樹脂マスク開口部
２５を塞いでしまうこととなり好ましくない。この点を考慮すると、中間層の材料は、レ
ーザー光によって分解されない、或いは分解されにくく、樹脂板２０Ａから保護シート３
０を剥離するときの剥離強度が上記（特徴２）の条件を満たすことができ、且つ保護シー
ト３０との密着性を、樹脂板２０Ａとの密着性よりも高くすることができる材料を用いる
ことが好ましい。この形態によれば、樹脂板２０Ａから保護シート３０を中間層ごと剥離
することができる。
【００５９】
　樹脂板２０Ａの他方の面上に間接的に設けられる保護シート３０としては、例えば、ポ
リエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリ
ウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、セルロース誘導体、ポリエチレン、エチレ
ン・酢酸ビニル共重合体、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリル、ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナイロン、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチ
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レン・パーフルオロアルキルビニルエーテル、ポリビニルフルオライド、テトラフルオロ
エチレン・エチレン、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン、ポリクロロ
トリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド等の各種プラスチックフィルムまた
はシートを挙げることができる。
【００６０】
　中間層の材料としては、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂
、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂等を挙げ
ることができる。
【００６１】
　中間層の厚みについて特に限定はないが、１μｍ以上５０μｍ以下の範囲であることが
好ましく、３μｍ以上２０μｍ以下の範囲であることがより好ましい。
【００６２】
　中間層の形成方法について特に限定はなく、例えば、樹脂板２０Ａから保護シート３０
を剥離するときの剥離強度が上記（特徴２）を満たすことができる樹脂材料の１種、或い
は２種以上、更には、必要に応じて添加される添加材を、適当な溶媒に溶解、或いは分散
してなる中間層用塗工液を、樹脂板２０Ａの他方の面上に塗布・乾燥することで形成する
ことができる。また、塗工により中間層を形成する方法にかえて、樹脂板２０Ａから保護
シート３０を剥離するときの剥離強度が上記（特徴２）を満たすことができる粘着シート
等を貼着して、中間層を形成することもできる。
【００６３】
　中間層上に設けられる保護シート３０は、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離する
ときの剥離強度が上記（特徴２）を満たすことができる保護シート、或いは保護フィルム
を中間層上に貼着して形成してもよく、樹脂板２０Ａから保護シート３０を剥離するとき
の剥離強度が上記（特徴２）を満たすことができる樹脂材料の１種、或いは２種以上、更
には、必要に応じて添加される添加材を、適当な溶媒に溶解、或いは分散してなる塗工液
を、樹脂板２０Ａの他方の面上に塗布・乾燥して形成してもよい。
【００６４】
　好ましい形態の保護シート３０は、当該保護シート３０が、樹脂板２０Ａ上に直接的に
設けられているか、或いは中間層等を介して間接的に設けられているかにかかわらず、樹
脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するためのレーザー光の波長の透過率が７０％
以上、好ましくは８０％以上となっている。また、樹脂板２０Ａ上に、中間層を介して保
護シート３０が間接的に設けられている場合には、保護シート３０とともに中間層も、樹
脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するためのレーザー光の波長の透過率が７０％
以上、特には、８０％以上となっていることが好ましい。好ましい形態の保護シート３０
によれば、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成すべく、レーザー光を照射したと
きに、このレーザー光によって中間層や、保護シート３０が分解されてしまうことを抑制
することができる。これにより、中間層や保護シート３０が分解されてしまうことで生ず
る種々の問題、例えば、中間層や保護シート３０が分解されることで発生する「滓」が、
樹脂板２０Ａに形成された樹脂マスク開口部２５の内壁面に付着等してしまうことを抑制
することができる。なお、レーザー光の波長は、用いられるレーザー光の種別に応じて異
なり、例えば、樹脂板２０Ａの材料としてポリイミド樹脂を用いる場合には、ＹＡＧレー
ザーや、エキシマレーザー等が用いられる。なお、微細加工には、レーザー光の波長が３
５５ｎｍのＹＡＧレーザー（第３高調波）や、レーザー光の波長が２４８ｎｍのエキシマ
レーザー（ＫｒＦ）が適している。したがって、保護シート３０の選定をするにあたって
は、用いられるレーザーの種別に応じて、レーザー光の透過率が上記好ましい透過率とな
るように保護シート３０の材料を適宜設定すればよい。また、上記（特徴２）の条件を満
たすことができる保護シート３０の透過率を、上記好ましい透過率とする方法としては、
保護シート３０の厚みを調整する対策、具体的には、保護シート３０の厚みを薄くする方
法や、保護シート３０の樹脂材料として透明性の高い樹脂材料等を用いる方法を挙げるこ
とができる。
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【００６５】
　保護シート３０の厚みについて特に限定はないが、１μｍ以上１００μｍ以下であるこ
とが好ましく、２μｍ以上７５μｍ以下であることがより好ましく、２μｍ以上５０μｍ
以下であることがさらに好ましく、３μｍ以上３０μｍ以下の範囲であることが特に好ま
しい。保護シート３０の厚みを１μｍ以上とすることで、保護シート３０の強度を十分に
高めることができ、樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク開口部を形成すると
きに、保護シート３０が破損する、或いは保護シート３０にクラックが生ずるリスク等を
低減することができる。特に、保護シート３０の厚みを３μｍ以上とした場合には、この
リスクをさらに低減することができる。
【００６６】
　また、保護シート３０として、保護シート３０を支持部材によって支持させた支持部材
一体型の保護シート（図示しない）を用いることもできる。支持部材一体型の保護シート
とすることで、保護シート３０自体の厚みを薄くしていった場合であっても、保護シート
３０のハンドリング性等を良好なものとすることができる。支持部材の厚みについて特に
限定はなく、保護シート３０の厚みに応じて適宜設定することができるが、３μｍ以上２
００μｍ以下であることが好ましく、３μｍ以上１５０μｍ以下であることがより好まし
く、３μｍ以上１００μｍ以下であることがさらに好ましく、１０μｍ以上７５μｍ以下
であることが特に好ましい。
【００６７】
　支持部材の材料についても特に限定はなく、樹脂材料、ガラス材料等を用いることがで
きるが、柔軟性等の観点から、樹脂材料を用いることが好ましい。
【００６８】
　保護シート３０は、樹脂板２０Ａの他方の面であって、最終的に樹脂板２０Ａに形成さ
れる樹脂マスク開口部２５と厚み方向において重なる位置に設けられている。樹脂板２０
Ａの他方の面上には、１つの保護シート３０が設けられていてもよく、複数の保護シート
３０が設けられていてもよい。図５（ａ）、（ｂ）に示す形態では、樹脂板２０Ａの他方
の面上に、１つの保護シート３０が設けられている。なお、図５（ａ）は、一例としての
蒸着マスク準備体６０を保護シート３０側から見た正面図であり、（ｂ）は概略断面図で
ある。図５に示す形態では、保護シート３０の横方向（図中の左右方向）の長さを、樹脂
板２０Ａの横方向の長さよりも短くしているが、保護シート３０の横方向の長さを、樹脂
板２０Ａの横方向の長さと同じ長さとし、保護シート３０の端面と、樹脂板２０Ａの端面
の面位置が一致するようにしてもよく、保護シート３０の横方向の長さを、樹脂板２０Ａ
の横方向の長さよりも長くして、保護シート３０の外周を樹脂板２０Ａから突出させても
よい。保護シート３０の縦方向の長さについても同様である。また、後述する各種形態の
保護シート３０についても同様である。
【００６９】
　好ましい形態の保護シート３０は、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、樹脂板２０Ａの
他方の面上に、複数の保護シート３０が設けられている。この形態によれば、樹脂板２０
Ａを大型化していった場合、換言すれば、最終的に製造される蒸着マスク１００を大型化
していった場合であっても、簡便に、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を設け
ることができる。特に、保護シート３０が、自己吸着性を有する保護シート３０である場
合には、保護シート３０の大きさが大きくなっていくにしたがい、樹脂板２０Ａと保護シ
ート３０との間にエアーが残存するリスクが大きくなるが、保護シート３０を複数の分割
し、その大きさを小さくすることで、樹脂板２０Ａの他方の面と、各保護シート３０との
間にエアー等が残存するリスクを低減させることができ、簡便に、樹脂板２０Ａと保護シ
ート３０との密着性を高めることができる。また、樹脂板２０Ａ上に保護シート３０を貼
り合わせるときの人為的なミス等により、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成す
る工程の前に、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられた保護シート３０を剥離する必要が
生じた場合であっても、当該対象となっている保護シート３０を剥離するだけで足り、作
業効率の点でも好ましい。
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【００７０】
　樹脂板２０Ａの他方の面上に複数の保護シート３０を設ける場合における保護シート３
０の大きさ等について特に限定はなく、例えば、最終的に形成される樹脂マスク開口部の
１つ、或いは複数の樹脂マスク開口部２５を覆うことができる大きさとしてもよく、後述
する「１画面」、或いは複数の画面を覆うことができる大きさとしてもよい。好ましい形
態の保護シート３０は、複数の保護シート３０のそれぞれは、最終的に樹脂板２０Ａに形
成される「１画面」、或いは複数の画面と重なる大きさとなっている。特に、後述する好
ましい形態の蒸着マスクでは、各画面間の間隔は、樹脂マスク開口部２５の間隔よりも広
くなっていることから、作業性の観点からは、保護シート３０は、「１画面」、或いは複
数の画面を覆うような大きさであって、且つ「１画面」、或いは複数の画面と厚み方向で
重なる位置に設けることが好ましい。なお、図６では、点線で閉じられている領域が、「
１画面」の配置予定領域となっている。
【００７１】
　図６に示す形態では、蒸着マスク準備体６０を保護シート３０側から平面視したときに
、当該蒸着マスク準備体の縦方向、及び横方向（図中の上下方向、及び左右方向）に、複
数の保護シート３０が規則的に設けられているが、図７（ａ）に示すように、縦方向に延
びる保護シート３０を横方向に複数設けてもよく、図７（ｂ）に示すように、横方向に延
びる保護シート３０を縦方向に複数設けてもよい。また、図７（ｃ）に示すように、複数
の保護シート３０を、互い違いにランダムに設けてもよい。
【００７２】
　＜樹脂マスク開口部を形成する工程＞
　本工程は、図１（ｂ）に示すように、上記で準備した蒸着マスク準備体６０に対し、金
属マスク１０側から金属マスク開口部１５を通して樹脂板２０Ａにレーザー光を照射し、
樹脂板２０Ａに蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５を形成する工程で
ある。なお、図示する形態では、加工ステージ７０に載置された蒸着マスク準備体６０に
対してレーザー光の照射が行われているが、加工ステージ７０は、本開示の実施の形態に
係る蒸着マスクの製造方法における任意の構成であり、蒸着マスク準備体６０を加工ステ
ージ７０に載置せずに樹脂マスク開口部２５の形成を行ってもよい。
【００７３】
　本工程で用いられるレーザー装置については特に限定されることはなく、従来公知のレ
ーザー装置を用いればよい。また、本願明細書において蒸着作製するパターンとは、当該
蒸着マスクを用いて作製しようとするパターンを意味し、例えば、当該蒸着マスクを有機
ＥＬ素子の有機層の形成に用いる場合には、当該有機層の形状である。
【００７４】
　＜蒸着マスク準備体をフレームに固定する工程＞
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、樹脂マスク開口部２５を形成す
る前の任意の工程間、或いは工程後に、蒸着マスク準備体６０をフレームに固定する工程
を備えていてもよい。本工程は、本発明の蒸着マスクの製造方法における任意の工程であ
るが、レーザー光を照射して、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する前の段階
で、蒸着マスク準備体６０を予めフレームに固定しておくことで、得られた蒸着マスク１
００をフレームに固定する際に生じる取り付け誤差をゼロにすることができる。なお、蒸
着マスク準備体６０をフレームに固定することにかえて、樹脂板２０Ａの一方の面上に金
属マスク１０が設けられてなる積層体、或いは、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク
を得るための金属板１０Ａが設けられなる積層体をフレームに固定した後に、当該積層体
における樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を設けてもよい。
【００７５】
　フレームと蒸着マスク準備体との固定は、フレームの表面において行ってもよく、フレ
ームの側面において行ってもよい。
【００７６】
　なお、フレームに蒸着マスク準備体６０を固定した状態で、レーザー加工を行った場合
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に、フレームと蒸着マスク準備体６０との固着態様によっては、蒸着マスク準備体６０と
加工ステージ７０との間に隙間が生ずる、或いは蒸着マスク準備体６０と加工ステージ７
０との密着性は不十分なものとなっており微視的には隙間が生じているが、蒸着マスク準
備体６０は、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が設けられていることから、当
該保護シート３０の存在によって、樹脂板２０Ａの強度低下や、樹脂板２０Ａと加工ステ
ージ７０との隙間に起因して生じ得るフォーカスボケを防止することができる。したがっ
て、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、蒸着マスク準備体６０をフレー
ムに固定した状態で樹脂マスク開口部２５を形成する場合に特に好適である。
【００７７】
　図８（ａ）に示すように、フレーム４０は、略矩形形状の枠部材であり、最終的に得ら
れる蒸着マスク１００の樹脂マスク２０に設けられた樹脂マスク開口部２５を蒸着源側に
露出させるための貫通孔を有する。フレームの材料について特に限定はないが、剛性が大
きい金属材料、例えば、ＳＵＳ、インバー材、セラミック材料などを用いることができる
。中でも、金属フレームは、蒸着マスクの金属マスクとの溶接が容易であり、変形等の影
響が小さい点で好ましい。
【００７８】
　フレームの厚みについても特に限定はないが、剛性等の点から１０ｍｍ以上３０ｍｍ以
下の範囲であることが好ましい。フレームの開口の内周端面と、フレームの外周端面間の
幅は、当該フレームと、蒸着マスクの金属マスクとを固定することができる幅であれば特
に限定はなく、例えば、１０ｍｍ以上７０ｍｍ以下の範囲の幅を例示することができる。
【００７９】
　また、図８（ｂ）～（ｄ）に示すように、フレーム４０として、樹脂板２０Ａに形成さ
れる樹脂マスク開口部２５の露出を妨げない範囲で、貫通孔の領域に補強フレーム４５等
が設けられたフレーム４０を用いてもよい。換言すれば、フレーム４０が有する開口が、
補強フレーム等によって分割された構成を有していてもよい。補強フレーム４５を設ける
ことで、当該補強フレーム４５を利用して、フレーム４０と蒸着マスク準備体６０とを固
定することができる。具体的には、上記で説明した蒸着マスク準備体６０を縦方向、及び
横方向に複数並べて固定するときに、当該補強フレームと蒸着マスク準備体６０が重なる
位置においても、フレーム４０に蒸着マスク準備体６０を固定することができる。
【００８０】
　フレーム４０と蒸着マスク準備体６０との固定方法についても特に限定はなく、レーザ
ー光等により固定するスポット溶接、接着剤、ねじ止め、或いはこれ以外の方法を用いて
固定することができる。
【００８１】
　＜保護シートを剥離する工程＞
　本工程では、図１（ｃ）に示すように、蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａに樹脂マ
スク開口部２５を形成して、樹脂マスク２０を得た後に、当該樹脂マスク２０から保護シ
ート３０を剥離除去する工程である。換言すれば、蒸着マスクから保護シート３０を剥離
除去する工程である。本工程を経ることで、金属マスク開口部が形成された金属マスク１
０と、当該金属マスク開口部１５と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マ
スク開口部２５が形成された樹脂マスク２０とが積層された蒸着マスク１００を得る。
【００８２】
　上記で説明したように、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、樹脂板
２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．００
０４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が設けられていることか
ら、別途の処理、例えば、保護シートを除去するための溶解処理や、ＵＶ処理等を行うこ
となく、保護シート３０を持ち上げるだけで、簡便に、樹脂マスク開口部２５が形成され
た樹脂マスク２０から保護シート３０を剥離することができる。また、剥離強度の上限値
を０．２Ｎ／１０ｍｍ未満とすることで、保護シート３０を剥離するときに樹脂板２０Ａ
に応力がかかることを抑制することができる。
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【００８３】
　なお、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離
強度が０．２Ｎ／１０ｍｍ以上の保護シートを設けた場合には、樹脂板２０Ａにかかる応
力が高くなりすぎてしまい、樹脂マスク開口部を形成する工程において樹脂板２０Ａに形
成された樹脂マスク開口部２５に寸法変動や、位置ずれが生じやすくなる。また、樹脂板
２０Ａの他方の面上に剥離痕等も生じやすくなる。
【００８４】
　また、樹脂マスク開口部２５を形成する工程において、樹脂板２０Ａが分解されること
により樹脂板２０Ａの「滓」が、保護シート３０の表面等に付着した場合であっても、本
工程において、この「滓」を保護シート３０ごと剥離除去することができる。また、保護
シート３０として自己吸着性を有する保護シート３０を用いた場合には、当該保護シート
３０を樹脂板２０Ａから剥離したときに、樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂板２０
Ａ（樹脂マスク２０）の表面が、保護シート３０の材料等によって汚染されることもなく
、洗浄処理等を要しない。
【００８５】
　以上説明した本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法によれば、保護シート３
０の存在により、高精細な樹脂マスク開口部２５を有する樹脂マスク２０と金属マスクと
が積層されてなる蒸着マスクを歩留まり良く製造することができる。
【００８６】
　次に、蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａの他方の面に、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２
００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の
保護シートが設けられた蒸着マスク準備体に対し、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部を形
成し、その後、樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクから保護シートを剥離する本開
示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法の優位性について説明する。
【００８７】
　蒸着マスク準備体の樹脂板の他方の面上に下表１に示す支持部材一体型の保護シート（
サンプル１～７）を、樹脂板と保護シートとが対向するように貼り合わせ、金属マスク側
からレーザー光を照射して、樹脂マスク開口部２５の形成を行い、このときの保護シート
のレーザー耐性、バリ・滓の有無を確認した。また、レーザー加工後に、樹脂板（樹脂マ
スク開口部が形成された樹脂マスク）から保護シートを剥離するときの剥離性についても
確認を行った。なお、サンプルＡについては、保護シートを設けずに樹脂板に樹脂マスク
開口部の形成を行った。また、サンプル６、７については、剥離性の評価についてのみ行
った。
【００８８】
　蒸着マスク準備体としては、樹脂板（ポリイミド樹脂　厚み５μｍ）の一方の面上に、
金属マスク開口部が形成された金属マスク（インバー材　厚み４０μｍ）が設けられ、樹
脂板の他方の面上に下表１で示される支持部材一体型の保護シートが設けられたものを用
いた。レーザー加工は、波長３５５ｎｍのＹＡＧレーザーを用いた。支持部材一体型の保
護シートを構成する支持部材、保護シートの厚み、及び保護シートの波長３５５ｎｍにお
ける透過率は、下表１に示すとおりである。剥離強度の測定は、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：
２００９に準拠し、ステンレス板に、試験テープ（その表面に粘着剤を有するポリイミド
フィルム（ポリイミドテープ５４１３（スリーエムジャパン（株）製））を、ステンレス
板と粘着剤とが対向するようにして貼り合わせた試験板を用い、この試験板のポリイミド
フィルムに、試験片としての保護シート（サンプル１～７）を貼り、試験片としての保護
シートを、試験板としてのポリイミドフィルムから１８０°引きはがすときの剥離強度（
対ポリイミド）を、電気機械式万能試験機（５９００シリーズ　インストロン社製）によ
り測定することで行った。評価結果を表１に示す。
【００８９】
　また、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられる保護シートの厚みと、レーザー加工時に
おいて保護シートが受けるダメージとの関係を示すべく、樹脂板２０Ａの他方の面上に、
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厚みが１μｍ、３５５ｎｍの波長に対する透過率が１％となる層（自己吸着性を有しない
層）を塗工により形成しこれをサンプルＢとした。また、樹脂板２０Ａの他方の面上に、
厚みが０．５μｍ、３５５ｎｍの波長に対する透過率が１％となる層（自己吸着性を有し
ない層）を塗工により形成しこれをサンプルＣとした。このサンプルＢ、Ｃに対しては、
バリ・滓の有無、及びレーザー加工時の塗工層の耐性評価を行った。なお、塗工層の材料
としては、ポリイミド樹脂（フォトニース　ＤＬ－１６０２　東レ（株））を使用した。
【００９０】
　試験の報告
ａ）規格名称：　ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９
ｂ）試験方法：　方法２
　　　　　　　　テープはポリイミドテープ５４１３（スリーエムジャパン（株）製）
ｃ）資料の識別：　製品番号（製品名）は表に記載のとおり
ｄ）試験日および試験場所：　２０１５年９月３日、及び１２月７日、千葉県柏市
ｅ）試験結果：　界面破壊
その他）測定装置：　電気機械式万能試験機（５９００シリーズ　インストロン社製）
【００９１】
　下表１の結果から明らかなように、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が設け
られた蒸着マスク準備体に対し、当該樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部の形成を行ったサ
ンプル１～５によれば、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を設けずに、樹脂板
２０Ａに樹脂マスク開口部の形成を行ったサンプルＡと比較して、バリや滓の発生を抑制
することができ、高精細な樹脂マスク開口部を形成することができた。また、樹脂板２０
Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．２Ｎ／１
０ｍｍの保護シートが設けられたサンプル７に対し、樹脂板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ
　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２
Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられた１～６によれば、樹脂マスクが受けるダメー
ジを抑制することができた。また、自己吸着性を有する保護シートにかえて、厚みが１μ
ｍの塗工層を設けたサンプルＢでは、レーザー加工時において塗工層にクラックが発生し
、厚み０．５μｍの塗工層を設けたサンプルＣでは、レーザー加工時において塗工層が破
損した。また、透過率を７０％未満としたサンプルＢ、Ｃでは、塗工層がレーザー光を吸
収することで塗工層がレーザー光で加工されてしまい、これに起因するバリや、滓が僅か
に発生した。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
　＜＜蒸着マスクの製造方法＞＞
　次に、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法について、図面を用いて具
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体的に説明する。本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、金属マスク開
口部１５が形成された金属マスク１０と、当該金属マスク開口部１５と重なる位置に蒸着
作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２０とが積層
されてなる蒸着マスク１００の製造方法であって、図１（ａ）に示すように、樹脂マスク
を得るための樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、当該樹脂板２０Ａ
の他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シート３０が吸着されてなる蒸着マス
ク準備体６０を準備する工程と、図１（ｂ）に示すように、蒸着マスク準備体６０に対し
、金属マスク１０側から樹脂板２０Ａにレーザー光を照射し、当該樹脂板２０Ａに蒸着作
製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５を形成する工程と、図１（ｃ）に示すよ
うに、蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２
０から保護シート３０を剥離する工程、換言すれば、最終的な製造対象物である蒸着マス
ク１００から保護シート３０を剥離する工程と、を含む。以下、上記で説明した本開示の
実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法との相違点を中心に説明する。なお、特に断りが
ある場合を除き、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、上記本開示の
実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法の記載内容を適宜選択することができ、「本開示
の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法」とある記載を、「本開示の他の実施の形態に
係る蒸着マスクの製造方法」と読み替えればよい。
【００９４】
　＜蒸着マスク準備体を準備する工程＞
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、レーザー光を照射して樹脂
マスク開口部２５を形成するための樹脂板２０Ａを備える蒸着マスク準備体として、樹脂
板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、さらに、この樹脂板２０Ａの他方の
面上に、自己吸着性を有する保護シート３０を、その自己吸着性により吸着してなる蒸着
マスク準備体６０が用いられる。本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法に
よれば、樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着されてなる保護シート３０の存在によって、樹
脂板２０Ａにレーザー光を照射する際のフォーカスボケを防止することができ、フォーカ
スボケに起因する「バリ」や「滓」が発生を抑制することができる。例えば、加工ステー
ジ７０に蒸着マスク準備体６０を載置して樹脂マスク開口部２５の形成を行う際に、加工
ステージ７０と蒸着マスク準備体６０との間に隙間が生じている場合であっても、樹脂板
２０Ａにレーザー光を照射する際のフォーカスボケを防止することができる。
【００９５】
　また、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、蒸着マスク準備体６
０を構成する保護シート３０として、自己吸着性を有する保護シート３０が用いられるこ
とから、その自己吸着性により、樹脂板２０Ａの他方の面上に、保護シート３０を隙間な
く密着させることができる。これにより、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成す
るときのフォーカスボケを十分に抑制することができ、高精細な蒸着パターンの形成が可
能な樹脂マスク開口部２５を形成することができる。また、樹脂板２０Ａの他方の面上に
吸着されている保護シート３０が、樹脂板２０Ａの他方の面をカバーする役割を果たし、
たとえ、樹脂板２０Ａの分解が十分に行われることなく、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口
部２５を形成する段階で、樹脂板２０Ａの「滓」が発生した場合であっても、当該「滓」
が樹脂板２０Ａの他方の面上に直接的に付着することを抑制することができる。
【００９６】
　さらに、蒸着マスク準備体６０を構成する保護シート３０として、自己吸着性を有する
保護シート３０が用いられる本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、
樹脂板２０Ａに歪等を生じさせることなく、樹脂板２０Ａの他方の面と保護シート３０と
を密着させることができる。なお、保護シート３０を樹脂板２０Ａに密着させる際に、樹
脂板２０Ａに歪等が生じた場合には、この歪等によって、樹脂板２０Ａに形成される樹脂
マスク開口部２５の寸法精度や、位置精度などが低下していく傾向にある。
【００９７】
　また、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、最終的に樹脂マスク
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開口部２５となる凹部や、凹部近傍の樹脂板２０Ａの強度低下の防止を図ることができ、
この点でも「バリ」や「滓」の発生を防止することができる。具体的には、保護シート３
０が樹脂板であると仮定した場合、みかけ上の樹脂板２０Ａの厚みを厚くすることができ
る。つまり、保護シート３０は、フォーカスボケを防止する役割とともに、樹脂板の強度
低下を防止する支持体としての役割を果たす。なお、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けら
れた保護シート３０により、最終的に樹脂マスク開口部２５となる凹部や、凹部近傍の樹
脂板２０Ａの強度低下の防止を図ることで、レーザー光を照射して樹脂板２０Ａに樹脂マ
スク開口部を形成する段階において、樹脂板２０Ａの一部が千切れてしまうこと等を抑制
することができる。
【００９８】
　なお、フレームと蒸着マスクとの位置合わせ誤差を低減させるべく、フレームに蒸着マ
スク準備体を固定した状態で、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する場合にお
いて、この蒸着マスク準備体が、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が吸着され
ていない「比較の蒸着マスク準備体」である場合には、レーザー光の照射時に、フレーム
の存在によって「比較の蒸着マスク準備体」の樹脂板２０Ａと、加工ステージ７０とを密
着させることができず、フレームに固定した状態で樹脂マスク開口部２５の形成を行う場
合には、フォーカスボケの程度は大きくなる。一方、本開示の他の実施の形態に係る蒸着
マスクの製造方法では、蒸着マスク準備体６０と加工ステージ７０に隙間が存在する場合
であっても、樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着されている保護シート３０の存在によって
、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する時におけるフォーカスボケの発生を防
止することができる。
【００９９】
　なお、上記では、加工ステージ７０に蒸着マスク準備体６０を載置した状態で、樹脂マ
スク開口部２５を形成する場合を例に挙げて説明を行ったが、本開示の他の実施の形態に
係る蒸着マスクの製造方法は、加工ステージ７０への蒸着マスク準備体６０の載置を必須
の条件とするものではなく、例えば、加工ステージ７０に蒸着マスク準備体６０を載置せ
ずにフレームに蒸着マスク準備体６０を固定した状態で、或いはこれ以外の方法で、蒸着
マスク準備体の樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５の形成を行う
こともできる。
【０１００】
　（蒸着マスク準備体の製造方法の一例）
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法に用いられる蒸着マスク準備体６
０は、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、樹脂板２０Ａの他方の面
上に、自己吸着性を有する保護シート３０が吸着されてなるとの条件を満たすものであれ
ば、蒸着マスク準備体６０の製造方法についていかなる限定もされることはない。
【０１０１】
　例えば、予め金属マスク開口部１５が形成されている金属マスク１０を準備し、この金
属マスク１０を樹脂板２０Ａの一方の面上に従来公知の方法、例えば、接着剤等を用いて
貼り合せ、樹脂板２０Ａの他方の面に、自己吸着性を有する保護シート３０を吸着させる
ことで蒸着マスク準備体６０を得ることができる。なお、樹脂板２０Ａの他方の面に、自
己吸着性を有する保護シート３０を吸着させた後に、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マ
スク１０を貼り合わせてもよい。
【０１０２】
　また、金属マスク１０を得るための金属板を準備し、樹脂板２０Ａの一方の面上にこの
金属板を貼り合わせ、当該金属板のみを貫通する金属マスク開口部１５を形成し、次いで
、この樹脂板２０Ａの他方の面上に、自己吸着性を有する保護シート３０を吸着させても
よい。なお、自己吸着性を有する保護シート３０の吸着は、樹脂板２０Ａと金属板とを貼
り合わせる前に行ってもよく、樹脂板２０Ａと金属板を貼り合わせた後であって、金属マ
スク開口部１５を形成する前の段階で行ってもよい。つまり、保護シート３０の吸着は、
レーザー光を照射して、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する前であれば、い
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かなる段階で行ってもよい。
【０１０３】
　図４（ａ）～（ｄ）は、蒸着マスク準備体６０の形成方法の一例を示す概略断面図であ
り、図示する形態では、金属板１０Ａ上に樹脂板２０Ａを設けた後に、当該金属板１０Ａ
に金属マスク開口部１５を形成し、その後、樹脂板２０Ａの金属マスクと接しない側の面
に、自己吸着性を有する保護シート３０を吸着させている。
【０１０４】
　金属板１０Ａ上に樹脂板２０Ａを形成する方法としては、樹脂板２０Ａの材料となる樹
脂を適当な溶媒に分散、或いは溶解した塗工液を、従来公知の塗工方法で塗工、乾燥する
方法等を挙げることができる。また、金属板１０Ａ上に接着層等を介して樹脂板２０Ａを
貼り合せてもよい。当該方法では、図４（ａ）に示すように、金属板１０Ａ上に樹脂板２
０Ａを設けた後に、金属板１０Ａの表面にレジスト材６２を塗工し、金属マスク開口部パ
ターンが形成されたマスク６３を用いて当該レジスト材をマスキングし、露光、現像する
。これにより、図４（ｂ）に示すように、金属板１０Ａの表面にレジストパターン６４を
形成する。そして、当該レジストパターン６４を耐エッチングマスクとして用いて、金属
板１０Ａのみをエッチング加工し、エッチング終了後に前記レジストパターンを洗浄除去
する。これにより、図４（ｃ）に示すように、樹脂板２０Ａの一方の面上に、金属板１０
Ａに金属マスク開口部１５が形成されてなる金属マスク１０が設けられた積層体を得る。
次いで、図４（ｄ）に示すように、得られた積層体の樹脂板２０Ａの他方の面上に、自己
吸着性を有する保護シート３０を、その自己吸着性により吸着させることにより、蒸着マ
スク準備体６０を得る。
【０１０５】
　レジスト材のマスキング方法について特に限定はなく、図４（ａ）に示すように金属板
１０Ａの樹脂板２０Ａと接しない面側にのみレジスト材６２を塗工してもよく、樹脂板２
０Ａと金属板１０Ａのそれぞれの表面にレジスト材６２を塗工してもよい（図示しない）
。また、金属板１０Ａの樹脂板２０Ａと接しない面、或いは樹脂板２０Ａと金属板１０Ａ
のそれぞれの表面にドライフィルムレジストを貼り合せるドライフィルム法を用いること
もできる。レジスト材６２の塗工法について特に限定はなく、金属板１０Ａの樹脂板２０
Ａと接しない面側にのみレジスト材６２を塗工する場合には、スピンコート法や、スプレ
ーコート法を用いることができる。一方、樹脂板２０Ａと金属板１０Ａとを積層したもの
が長尺シート状である場合には、ロール・ツー・ロール方式でレジスト材を塗工すること
ができるディップコート法等を用いることが好ましい。なお、ディップコート法では、樹
脂板２０Ａと金属板１０Ａのそれぞれの表面にレジスト材６２が塗工されることとなる。
【０１０６】
　レジスト材としては処理性が良く、所望の解像性があるものを用いることが好ましい。
また、エッチング加工の際に用いるエッチング材については、特に限定されることはなく
、公知のエッチング材を適宜選択すればよい。
【０１０７】
　金属板１０Ａのエッチング法について特に限定はなく、例えば、エッチング材を噴射ノ
ズルから所定の噴霧圧力で噴霧するスプレーエッチング法、エッチング材が充填されたエ
ッチング液中に浸漬エッチング法、エッチング材を滴下するスピンエッチング法等のウェ
ットエッチング法や、ガス、プラズマ等を利用したドライエッチング法を用いることがで
きる。
【０１０８】
　（保護シート）
　蒸着マスク準備体６０を構成する保護シート３０は、自己吸着性及び剥離性を有してい
る。なお、本願明細書で言う保護シート３０の自己吸着性とは、保護シート３０自体の機
構によって樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着可能な性質を意味する。具体的には、樹脂板
２０Ａの他方の面と保護シートとの間に接着材、粘着剤等を介さず、また、樹脂板２０Ａ
と保護シートとを外部機構、例えば、磁石等によって引き付けることを要せずに、樹脂板
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２０Ａの他方の面上に密着させることができる性質を意味する。このような自己吸着性を
有する保護シート３０によれば、樹脂板２０Ａと接したときに、エアー（空気）を退けな
がら樹脂板２０Ａに当該保護シート３０を吸着させることができる。また、保護シート３
０の剥離性とは、樹脂板２０Ａに吸着されている保護シート３０の一端を持ち上げること
で剥離が開始し、保護シート３０を適当な剥離角度で持ち上げ続けることで樹脂板２０Ａ
に吸着されている保護シート３０を取り外すことができる性質を意味する。なお、保護シ
ート３０を剥離するにあたっては、樹脂板２０Ａに変形を伴わない適当な剥離角度で、保
護シート３０を持ち上げることが好ましい。適当な角度とは、例えば、４５°以上１８０
°以下、好ましくは９０°以上１８０°以下度程度である。
【０１０９】
　自己吸着性を有する保護シート３０としては、例えば、保護シート３０を構成する樹脂
材料自体の働きにより自己吸着性が発現される保護シート３０を用いることができる。
【０１１０】
　樹脂材料自体の働きにより自己吸着性を発現することができる樹脂材料であれば、保護
シート３０の樹脂材料について特に限定はなく、例えば、自己吸着性を発現させることが
できるアクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル樹脂、エポキ
シ樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂等従来公
知の樹脂材料を適宜選択して用いることができる。中でも、自己吸着性を発現させること
ができるシリコーン系樹脂や、ウレタン系樹脂を含む保護シート３０によれば、樹脂板２
０Ａに保護シート３０を吸着させるときのエアー抜けがよく、他の樹脂材料を含む保護シ
ート３０と比較して、樹脂板２０Ａに保護シート３０を密着性よく吸着させることができ
る。さらには、自己吸着性を発現させることができるシリコーン系樹脂や、ウレタン系樹
脂を含む保護シート３０によれば、樹脂板２０Ａと保護シート３０との剥離強度を小さく
することができ、最終的に樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂板２０Ａ（樹脂マスク
２０）にダメージを与えることなく、保護シート３０を剥離することができる。この点で
、自己吸着性を発現させることができるシリコーン系樹脂や、ウレタン系樹脂は、保護シ
ート３０の材料として好ましい樹脂材料である。中でも、より高いエアー抜け性を付与す
ることができるウレタン系樹脂が好ましい。なお、保護シート３０は、１種の樹脂を単独
で含有していてもよく、２種以上の樹脂を含有していてもよい。また、樹脂材料自体が吸
着性を有する保護シート３０として、例えば、特開２００８－３６８９５号公報に記載さ
れている素材自体が吸着性を有するシート状物等を用いることもできる。
【０１１１】
　また、上記樹脂材料自体の働きにより自己吸着性を有する保護シート３０にかえて、そ
の表面がセル吸盤構造を有する保護シート３０を用いてもよい。セル吸盤構造とは、表面
に形成された連続する微細な凹凸構造を意味し、この連続する微細な凹凸構造が吸盤とし
ての作用を奏することで保護シート３０に自己吸着性が付与される。このような保護シー
ト３０としては、例えば、特開２００８－３６８９５号公報に記載されているセル吸盤構
造を有するシート状物等を挙げることができる。なお、セル吸盤構造を有する保護シート
３０の樹脂材料としては、シリコーン系樹脂や、ウレタン系樹脂が好ましい。
【０１１２】
　保護シート３０は、自己吸着性とともに剥離性を有しており、後述する保護シート３０
を剥離する工程において、別途の処理を施すことなく、例えば、溶解処理や、ＵＶ照射処
理等を行うことなく、蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が形成され
た樹脂マスク２０から保護シート３０を剥離除去することができる。なお、蒸着マスク準
備体６０からの保護シート３０の剥離性が低い場合には、保護シート３０を剥離するとき
に、樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂板２０Ａ（樹脂マスク２０）がダメージを受
け、形成された樹脂マスク開口部２５の寸法や、位置等の精度を低下させてしまうおそれ
が生じ得る。また、樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２０（樹脂マスク開口
部が形成された樹脂板２０Ａと同義）に剥離痕等が残ってしまうおそれが生じ得る。この
点を考慮すると、保護シート３０として、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される
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剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートを用いる
ことが好ましく、剥離強度が０．００１２Ｎ／１０ｍｍ以上０．０１２Ｎ／１０ｍｍ以下
の保護シートを用いることがより好ましく、剥離強度が０．００２Ｎ／１０ｍｍ以上０．
０４Ｎ／１０ｍｍ以下の保護シートを用いることがさらに好ましく、剥離強度が０．００
２Ｎ／１０ｍｍ以上０．０２Ｎ／１０ｍｍ以下の保護シートを用いることがよりさらに好
ましい。このような剥離強度を有する保護シート３０を樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着
させてなる蒸着マスク準備体６０とすることで、樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂
マスク２０から保護シート３０を剥離するときに、樹脂マスク開口部２５が形成された樹
脂マスク２０がダメージを受けることや、この樹脂マスク２０に剥離痕等が生ずることを
抑制することができる。
【０１１３】
　好ましい形態の保護シート３０は、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するた
めのレーザー光の波長の透過率が７０％以上、好ましくは８０％以上となっている。好ま
しい形態の保護シート３０によれば、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成すべく
、レーザー光を照射したときに、このレーザー光によって保護シート３０が分解されてし
まうことを抑制することができる。これにより、保護シート３０が分解されてしまうこと
で生ずる種々の問題、例えば、保護シート３０が分解されることで発生する「滓」が、樹
脂板２０Ａに形成された樹脂マスク開口部２５の内壁面に付着等してしまうことを抑制す
ることができる。なお、レーザー光の波長は、用いられるレーザー光の種別に応じて異な
り、例えば、樹脂板２０Ａの材料としてポリイミド樹脂を用いる場合には、ＹＡＧレーザ
ーや、エキシマレーザー等が用いられる。なお、微細加工には、レーザー光の波長が３５
５ｎｍのＹＡＧレーザー（第３高調波）、レーザー光の波長が２４８ｎｍのエキシマレー
ザー（ＫｒＦ）が適している。したがって、保護シート３０の選定をするにあたっては、
用いられるレーザーの種別に応じて、レーザー光の透過率が上記好ましい透過率となるよ
うに保護シート３０の材料を適宜設定すればよい。また、上記好ましい樹脂材料として例
示した、自己吸着性を発現させることができるシリコーン系樹脂、ウレタン系樹脂を含有
する保護シート３０の透過率を上記好ましい透過率の範囲とする方法としては、シリコー
ン系樹脂、ウレタン系樹脂を含有する保護シート３０の厚みを薄くする方法を挙げること
ができる。自己吸着性を発現させることができる樹脂材料として、シリコーン系樹脂、ウ
レタン系樹脂以外の樹脂材料を用いる場合についても同様である。また、自己吸着性を発
現させることができ、且つ透明性の高い樹脂材料等を用いて、透過率を上記好ましい範囲
に調整することもできる。
【０１１４】
　保護シート３０の厚みについて特に限定はないが、１μｍ以上１００μｍ以下であるこ
とが好ましく、２μｍ以上７５μｍ以下であることがより好ましく、２μｍ以上５０μｍ
以下であることがさらに好ましく、３μｍ以上３０μｍ以下の範囲であることが特に好ま
しい。保護シート３０の厚みを上記好ましい範囲の厚みとすることで、具体的には、保護
シート３０の厚みの下限値を上記好ましい厚みとすることで、樹脂板２０Ａへの保護シー
ト３０の追従性を高め、これにより樹脂板２０Ａと保護シート３０との密着性の更なる向
上を図ることができる。また、保護シート３０の厚みを１μｍ以上とすることで、保護シ
ート３０の強度を十分に高めることができ、樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マ
スク開口部を形成するときに、保護シート３０が破損する、或いは保護シート３０にクラ
ックが生ずるリスク等を低減することができる。特に、保護シート３０の厚みを３μｍ以
上とした場合には、このリスクをさらに低減することができる。また、保護シート３０の
厚みの上限値を上記好ましい厚みとすることで、保護シート３０を構成する成分が、樹脂
板２０Ａ側に移行してしまうことを十分に抑制でき、また、エアー抜け性を更に高めるこ
とができる。
【０１１５】
　また、保護シート３０として、保護シート３０を支持部材によって支持させた支持部材
一体型の保護シート（図示しない）を用いることもできる。支持部材一体型の保護シート
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とすることで、保護シート３０自体の厚みを薄くしていった場合であっても、保護シート
３０のハンドリング性等を良好なものとすることができる。支持部材の厚みについて特に
限定はなく、保護シート３０の厚みに応じて適宜設定することができるが、３μｍ以上２
００μｍ以下であることが好ましく、３μｍ以上１５０μｍ以下であることがより好まし
く、３μｍ以上１００μｍ以下であることがさらに好ましく、１０μｍ以上７５μｍ以下
であることが特に好ましい。
【０１１６】
　支持部材の材料についても特に限定はなく、樹脂材料、ガラス材料等を用いることがで
きるが、柔軟性等の観点から、樹脂材料を用いることが好ましい。
【０１１７】
　保護シート３０は、樹脂板２０Ａの他方の面であって、最終的に樹脂板２０Ａに形成さ
れる樹脂マスク開口部２５と厚み方向において重なる位置に吸着されている。保護シート
３０として、１つの保護シート３０を単独で使用してもよく、複数の保護シート３０を使
用してもよい。図５（ａ）、（ｂ）に示す形態では、樹脂板２０Ａの他方の面上に、１つ
の保護シート３０が吸着されている。なお、図５（ａ）は、一例としての蒸着マスク準備
体６０を保護シート３０側から見た正面図であり、（ｂ）は概略断面図である。図５に示
す形態では、保護シート３０の横方向（図中の左右方向）の長さを、樹脂板２０Ａの横方
向の長さよりも短くしているが、保護シート３０の横方向の長さを、樹脂板２０Ａの横方
向の長さと同じ長さとし、保護シート３０の端面と、樹脂板２０Ａの端面の面位置が一致
するようにしてもよく、保護シート３０の横方向の長さを、樹脂板２０Ａの横方向の長さ
よりも長くして、保護シート３０の外周を樹脂板２０Ａから突出させてもよい。保護シー
ト３０の縦方向の長さについても同様である。また、後述する各種形態の保護シート３０
についても同様である。
【０１１８】
　好ましい形態の保護シート３０は、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、樹脂板２０Ａの
他方の面上に、複数の保護シート３０が吸着されている。この形態によれば、樹脂板２０
Ａを大型化していった場合、換言すれば、最終的に製造される蒸着マスク１００を大型化
していった場合であっても、各保護シート３０の大きさを小型化することで、樹脂板２０
Ａの他方の面と、各保護シート３０との間にエアー等が残存するリスクを低減させること
ができ、簡便に、樹脂板２０Ａと保護シート３０との密着性を高めることができる。さら
には、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を吸着させる際に、樹脂板２０Ａと複
数の保護シート３０のうちの一部の保護シート３０との間にエアー等が残存したとしても
、当該エアー等が残存している保護シート３０のみを、再度樹脂板２０Ａの他方の面上に
吸着させるだけで足り、作業効率の点でも好ましい。
【０１１９】
　複数の保護シート３０を吸着させる場合における保護シート３０の大きさ等について特
に限定はなく、例えば、最終的に形成される樹脂マスク開口部の１つ、或いは複数の樹脂
マスク開口部２５を覆うことができる大きさとしてもよく、後述する「１画面」、或いは
複数の画面を覆うことができる大きさとしてもよい。好ましい形態の保護シート３０は、
複数の保護シート３０のそれぞれは、最終的に樹脂板２０Ａに形成される「１画面」、或
いは複数の画面と重なる大きさとなっている。特に、後述する好ましい形態の蒸着マスク
では、各画面間の間隔は、樹脂マスク開口部２５の間隔よりも広くなっていることから、
作業性の観点からは、保護シート３０は、「１画面」、或いは複数の画面を覆うような大
きさであって、且つ「１画面」、或いは複数の画面と厚み方向で重なる位置に吸着させる
ことが好ましい。なお、図６では、点線で閉じられている領域が、「１画面」の配置予定
領域となっている。
【０１２０】
　図６に示す形態では、蒸着マスク準備体６０を保護シート３０側から平面視したときに
、当該蒸着マスク準備体の縦方向、及び横方向（図中の上下方向、及び左右方向）に、複
数の保護シート３０が規則的に吸着されているが、図７（ａ）に示すように、縦方向に延
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びる保護シート３０を横方向に複数吸着させてもよく、図７（ｂ）に示すように、横方向
に延びる保護シート３０を縦方向に複数吸着させてもよい。また、図７（ｃ）に示すよう
に、複数の保護シート３０を、互い違いにランダムに吸着させてもよい。
【０１２１】
　＜樹脂マスク開口部を形成する工程＞
　本工程は、図１（ｂ）に示すように、上記で準備した蒸着マスク準備体６０に対し、金
属マスク１０側から金属マスク開口部１５を通して樹脂板２０Ａにレーザー光を照射し、
樹脂板２０Ａに蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５を形成する工程で
ある。なお、図示する形態では、加工ステージ７０に載置された蒸着マスク準備体６０に
対してレーザー光の照射が行われているが、加工ステージ７０は、本開示の他の実施の形
態に係る蒸着マスクの製造方法における任意の構成であり、蒸着マスク準備体６０を加工
ステージ７０に載置せずに樹脂マスク開口部２５の形成を行ってもよい。
【０１２２】
　本工程で用いられるレーザー装置については特に限定されることはなく、従来公知のレ
ーザー装置を用いればよい。また、本願明細書において蒸着作製するパターンとは、当該
蒸着マスクを用いて作製しようとするパターンを意味し、例えば、当該蒸着マスクを有機
ＥＬ素子の有機層の形成に用いる場合には、当該有機層の形状である。
【０１２３】
　＜蒸着マスク準備体をフレームに固定する工程＞
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法では、樹脂マスク開口部２５を形
成する前の任意の工程間、或いは工程後に、蒸着マスク準備体６０をフレームに固定する
工程を備えていてもよい。本工程は、本発明の蒸着マスクの製造方法における任意の工程
であるが、レーザー光を照射して、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成する前の
段階で、蒸着マスク準備体６０を予めフレームに固定しておくことで、得られた蒸着マス
ク１００をフレームに固定する際に生じる取り付け誤差をゼロにすることができる。なお
、蒸着マスク準備体６０をフレームに固定することにかえて、樹脂板２０Ａの一方の面上
に金属マスク１０が設けられてなる積層体、或いは、樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マ
スクを得るための金属板１０Ａが設けられなる積層体をフレームに固定した後に、当該積
層体における樹脂板２０Ａの他方の面上に自己吸着性を有する保護シート３０を吸着させ
てもよい。
【０１２４】
　フレームと蒸着マスク準備体との固定は、フレームの表面において行ってもよく、フレ
ームの側面において行ってもよい。
【０１２５】
　なお、フレームに蒸着マスク準備体６０を固定した状態で、レーザー加工を行った場合
に、フレームと蒸着マスク準備体６０との固着態様によっては、蒸着マスク準備体６０と
加工ステージ７０との間に隙間が生ずる、或いは蒸着マスク準備体６０と加工ステージ７
０との密着性は不十分なものとなっており微視的には隙間が生じているが、蒸着マスク準
備体６０は、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が吸着された構成をとることか
ら、当該保護シート３０の存在によって、樹脂板２０Ａの強度低下や、樹脂板２０Ａと加
工ステージ７０との隙間に起因して生じ得るフォーカスボケを防止することができる。し
たがって、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法は、蒸着マスク準備体６
０をフレームに固定した状態で樹脂マスク開口部２５を形成する場合に特に好適である。
フレームとしては、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で説明したフレ
ームを適宜選択して用いることができ、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１２６】
　＜保護シートを剥離する工程＞
　本工程では、図１（ｃ）に示すように、蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａに樹脂マ
スク開口部２５を形成して、樹脂マスク２０を得た後に、当該樹脂マスク２０から保護シ
ート３０を剥離除去する工程である。換言すれば、蒸着マスクから保護シート３０を剥離
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除去する工程である。本工程を経ることで、金属マスク開口部が形成された金属マスク１
０と、当該金属マスク開口部１５と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マ
スク開口部２５が形成された樹脂マスク２０とが積層された蒸着マスク１００を得る。
【０１２７】
　上記で説明したように、保護シート３０は、剥離性を有していることから、別途の処理
、例えば、保護シートを除去するための溶解処理や、ＵＶ処理等を行うことなく、保護シ
ート３０を持ち上げるだけで、簡便に、樹脂マスク開口部２５が形成された樹脂マスク２
０から保護シート３０を剥離することができる。また、保護シート３０は、その自己吸着
性により樹脂板２０Ａの他方の面上に吸着されていることから、樹脂マスク開口部２５が
形成された樹脂板２０Ａ（樹脂マスク２０）の表面が、保護シート３０の材料等によって
汚染されることもなく、洗浄処理等を要しない。
【０１２８】
　以上説明した本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法によれば、保護シー
ト３０の存在により、高精細な樹脂マスク開口部２５を有する樹脂マスク２０と金属マス
クとが積層されてなる蒸着マスクを歩留まり良く製造することができる。
【０１２９】
　次に、蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａの他方の面に、自己吸着性を有する保護シ
ート３０を貼り合わせた状態で、当該樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部を形成する本開示
の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法の優位性について説明する。
【０１３０】
　蒸着マスク準備体の樹脂板の他方の面上に下表２に示す支持部材一体型の保護シート（
サンプル（１－１）～（１－７））を、樹脂板と保護シートとが対向するように貼り合わ
せ、金属マスク側からレーザー光を照射して、樹脂マスク開口部２５の形成を行い、この
ときの樹脂板２０Ａと保護シートとの吸着性、エアー抜け性、レーザー加工時の保護シー
トの耐性、バリ・滓の有無を確認した。また、レーザー加工後に、樹脂板（樹脂マスク開
口部が形成された樹脂マスク）から支持部材一体型の保護シートを剥離するときの剥離性
についても確認を行った。なお、サンプル（１－Ａ）については、支持部材一体型の保護
シートを設けずに樹脂板に樹脂マスク開口部の形成を行った。また、サンプル（１－６）
、（１－７）については、吸着性・エアー抜け性、剥離性の評価についてのみ行った。
【０１３１】
　蒸着マスク準備体としては、樹脂板（ポリイミド樹脂　厚み５μｍ）の一方の面上に、
金属マスク開口部が形成された金属マスク（インバー材　厚み４０μｍ）が設けられ、樹
脂板の他方の面上に下表２で示される支持部材一体型の保護シートが設けられたものを用
いた。レーザー加工は、波長３５５ｎｍのＹＡＧレーザーを用いた。支持部材一体型の保
護シートを構成する支持部材、保護シートの厚み、及び保護シートの波長３５５ｎｍにお
ける透過率は、下表２に示すとおりである。剥離強度の測定は、ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：
２００９に準拠し、ステンレス板に、試験テープ（その表面に粘着剤を有するポリイミド
フィルム（ポリイミドテープ５４１３（スリーエムジャパン（株）製））を、ステンレス
板と粘着剤とが対向するようにして貼り合わせた試験板を用い、この試験板のポリイミド
フィルムに、試験片としての保護シート（サンプル（１－１）～（１－７））を貼り、試
験片としての保護シートを、試験板としてのポリイミドフィルムから１８０°引きはがす
ときの剥離強度（対ポリイミド）を、電気機械式万能試験機（５９００シリーズ　インス
トロン社製）により測定することで行った。評価結果を表２に示す。
【０１３２】
　また、樹脂板２０Ａの他方の面上に設けられる保護シートの厚みと、レーザー加工時に
おいて保護シートが受けるダメージとの関係を示すべく、樹脂板２０Ａの他方の面上に、
厚みが１μｍ、３５５ｎｍの波長に対する透過率が１％となる層（自己吸着性を有しない
層）を塗工により形成しこれをサンプル（１－Ｂ）とした。また、樹脂板２０Ａの他方の
面上に、厚みが０．５μｍ、３５５ｎｍの波長に対する透過率が１％となる層（自己吸着
性を有しない層）を塗工により形成しこれをサンプル（１－Ｃ）とした。このサンプル（
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１－Ｂ）、（１－Ｃ）に対しては、バリ・滓の有無、及びレーザー加工時の塗工層の耐性
評価を行った。なお、塗工層の材料としては、ポリイミド樹脂（フォトニース　ＤＬ－１
６０２　東レ（株））を使用した。
【０１３３】
　試験の報告
ａ）規格名称：　ＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９
ｂ）試験方法：　方法２
　　　　　　　　テープはポリイミドテープ５４１３（スリーエムジャパン（株）製）
ｃ）資料の識別：　製品番号（製品名）は表に記載のとおり
ｄ）試験日および試験場所：　２０１５年９月３日、及び１２月７日、千葉県柏市
ｅ）試験結果：　界面破壊
その他）測定装置：　電気機械式万能試験機（５９００シリーズ　インストロン社製）
【０１３４】
　下表２の結果から明らかなように、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０が設け
られた蒸着マスク準備体に対し、当該樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部の形成を行ったサ
ンプル（１－１）～（１－５）によれば、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護シート３０を
設けずに、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部の形成を行ったサンプル（１－Ａ）と比較し
て、バリや滓の発生を抑制することができ、高精細な樹脂マスク開口部を形成することが
できた。また、保護シート３０として自己吸着性を有する保護シートを用いることで、樹
脂マスク開口部を形成した後に、簡便に保護シートを剥離することができた。特に、自己
吸着性を有する保護シートとして、ウレタン系樹脂、シリコーン系樹脂から構成される保
護シートを用いたサンプル（１－１）、（１－２）、（１－４）においては、エアー抜け
性や、剥離性の評価において、極めて良好な結果を得ることができた。また、剥離強度が
０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートを用いたサンプル（１－１）～（１－６）において
は、剥離強度が０．２Ｎ／１０ｍｍ以上の保護シートを用いたサンプル（１－７）と比較
して、保護シートの剥離時における樹脂マスクのダメージを低減することができた。また
、剥離強度が０．０４Ｎ／１０ｍｍ以下、特には、０．０２Ｎ／１０ｍｍ以下の保護シー
トを用いたサンプル（１－１）～（１－５）、特には、サンプル（１－１）、（１－２）
、（１－４）によれば、剥離時において樹脂マスクが受けるダメージをさらに低減するこ
とができた。また、自己吸着性を有する保護シートにかえて、厚みが１μｍの塗工層を設
けたサンプル（１－Ｂ）では、レーザー加工時において塗工層にクラックが発生し、厚み
０．５μｍの塗工層を設けたサンプル（１－Ｃ）では、レーザー加工時において塗工層が
破損した。また、透過率を７０％未満としたサンプル（１－Ｂ）、（１－Ｃ）では、塗工
層がレーザー光を吸収することで塗工層がレーザー光で加工されてしまい、これに起因す
るバリや、滓が僅かに発生した。
【０１３５】
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【表２】

【０１３６】
　（蒸着マスクの製造方法で製造される蒸着マスク）
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　図９（ａ）は、本開示の各実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マ
スクを金属マスク側から見た正面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＡ－Ａ概略断面
図である。
【０１３７】
　図示する形態では、樹脂マスク開口部２５の開口形状は、矩形状を呈しているが、開口
形状について特に限定はなく、樹脂マスク開口部２５の開口形状は、ひし形、多角形状で
あってもよく、円や、楕円等の曲率を有する形状であってもよい。なお、矩形や、多角形
状の開口形状は、円や楕円等の曲率を有する開口形状と比較して発光面積を大きくとれる
点で、好ましい樹脂マスク開口部２５の開口形状であるといえる。
【０１３８】
　（樹脂マスク）
　樹脂マスク２０の材料について限定はなく、レーザー加工等によって高精細な樹脂マス
ク開口部２５の形成が可能であり、熱や経時での寸法変化率や吸湿率が小さく、軽量な材
料を用いることが好ましい。このような材料としては、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂
、ポリアミドイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリビニルアルコール
樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアクリロニ
トリル樹脂、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン－ビニルアルコール共重合体樹
脂、エチレン－メタクリル酸共重合体樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹
脂、セロファン、アイオノマー樹脂等を挙げることができる。上記に例示した材料の中で
も、熱膨張係数が１６ｐｐｍ／℃以下である樹脂材料が好ましく、吸湿率が１．０％以下
である樹脂材料が好ましく、この双方の条件を備える樹脂材料が特に好ましい。この樹脂
材料を用いた樹脂マスクとすることで、樹脂マスク開口部２５の寸法精度を向上させるこ
とができ、かつ熱や経時での寸法変化率や吸湿率を小さくすることができる。したがって
、最終的に樹脂マスク２０となり、蒸着マスク準備体を構成する樹脂板２０Ａとしては、
例えば、上記に例示した好ましい樹脂材料から構成される樹脂板を用いることが好ましい
。
【０１３９】
　樹脂マスク２０の厚みについて特に限定はないが、シャドウの発生の抑制効果をさらに
向上せしめる場合には、樹脂マスク２０の厚みは、２５μｍ以下であることが好ましく、
１０μｍ未満であることがより好ましい。下限値の好ましい範囲について特に限定はない
が、樹脂マスク２０の厚みが３μｍ未満である場合には、ピンホール等の欠陥が生じやす
く、また変形等のリスクが高まる。特に、樹脂マスク２０の厚みを、３μｍ以上１０μｍ
未満、より好ましくは４μｍ以上８μｍ以下とすることで、４００ｐｐｉを超える高精細
パターンを形成する際のシャドウの影響をより効果的に防止することができる。また、樹
脂マスク２０と後述する金属マスク１０とは、直接的に接合されていてもよく、粘着剤層
を介して接合されていてもよいが、粘着剤層を介して樹脂マスク２０と金属マスク１０と
が接合される場合には、樹脂マスク２０と粘着剤層との合計の厚みが上記好ましい厚みの
範囲内であることが好ましい。なお、シャドウとは、蒸着源から放出された蒸着材の一部
が、金属マスクの金属マスク開口部や、樹脂マスクの樹脂マスク開口部の内壁面に衝突し
て蒸着対象物へ到達しないことにより、目的とする蒸着膜厚よりも薄い膜厚となる未蒸着
部分が生ずる現象のことをいう。したがって、最終的に樹脂マスク２０となり、蒸着マス
ク準備体を構成する樹脂板２０Ａの厚みは上記の厚さとすることが好ましい。なお、樹脂
板２０Ａは、金属マスク１０に対して、粘着剤層や接着剤層を介して接合されていてもよ
く、樹脂板２０Ａと金属板とが直接接合されていてもよいが、粘着剤層や接着剤層を介し
て樹脂板と金属マスク１０とを接合する場合には、上記シャドウの点を考慮して、樹脂板
２０Ａと粘着剤層或いは樹脂板２０Ａと接着剤層との合計の厚みが上記好ましい範囲内と
なるように設定することが好ましい。
【０１４０】
　樹脂マスク開口部２５の断面形状についても特に限定はなく、樹脂マスク開口部２５を
形成する樹脂マスクの向かいあう端面同士が略平行であってもよいが、図９（ｂ）に示す
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ように、樹脂マスク開口部２５はその断面形状が、蒸着源に向かって広がりをもつような
形状であることが好ましい。換言すれば、金属マスク１０側に向かって広がりをもつテー
パー面を有していることが好ましい。テーパー角については、樹脂マスク２０の厚み等を
考慮して適宜設定することができるが、樹脂マスクの樹脂マスク開口部における下底先端
と、同じく樹脂マスクの樹脂マスク開口部における上底先端を結んだ直線と、樹脂マスク
底面とのなす角度、換言すれば、樹脂マスク２０の樹脂マスク開口部２５を構成する内壁
面の厚み方向断面において、樹脂マスク開口部２５の内壁面と樹脂マスク２０の金属マス
ク１０と接しない側の面（図示する形態では、樹脂マスクの下面）とのなす角度は、５°
以上８５°以下の範囲であることが好ましく、１５°以上７５°以下の範囲であることが
より好ましく、２５°以上６５°以下の範囲であることがさらに好ましい。特には、この
範囲内の中でも、使用する蒸着機の蒸着角度よりも小さい角度であることが好ましい。ま
た、図示する形態では、樹脂マスク開口部２５を形成する端面は直線形状を呈しているが
、これに限定されることはなく、外に凸の湾曲形状となっている、つまり樹脂マスク開口
部２５の全体の形状がお椀形状となっていてもよい。このような断面形状を有する樹脂マ
スク開口部２５は、樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときのレーザーの照
射位置や、レーザーの照射エネルギーを適宜調整する、或いは照射位置を段階的に変化さ
せる多段階のレーザー照射を行うことで形成可能である。
【０１４１】
　（金属マスク）
　図９（ｂ）に示すように、樹脂マスク２０の一方の面上には、金属マスク１０が積層さ
れている。金属マスク１０は、金属から構成され、縦方向或いは横方向に延びる金属マス
ク開口部１５が配置されている。金属マスク開口部１５は開口と同義であり、スリットと
称される場合もある。金属マスク開口部の配置例について特に限定はなく、縦方向、及び
横方向に延びる金属マスク開口部が、縦方向、及び横方向に複数列配置されていてもよく
、縦方向に延びる金属マスク開口部が、横方向に複数列配置されていてもよく、横方向に
延びる金属マスク開口部が縦方向に複数列配置されていてもよい。また、縦方向、或いは
横方向に１列のみ配置されていてもよい。なお、本願明細書で言う「縦方向」、「横方向
」とは、図面の上下方向、左右方向をさし、蒸着マスク、樹脂マスク、金属マスクの長手
方向、幅方向のいずれの方向であってもよい。例えば、蒸着マスク、樹脂マスク、金属マ
スクの長手方向を「縦方向」としてもよく、幅方向を「縦方向」としてもよい。また、本
願明細書では、蒸着マスクを平面視したときの形状が矩形状である場合を例に挙げて説明
しているが、これ以外の形状、例えば、円形状や、ひし形状等の多角形状としてもよい。
この場合、対角線の長手方向や、径方向、或いは、任意の方向を「長手方向」とし、この
「長手方向」に直交する方向を、「幅方向（短手方向と言う場合もある）」とすればよい
。
【０１４２】
　金属マスク１０の材料について特に限定はなく、蒸着マスクの分野で従来公知のものを
適宜選択して用いることができ、例えば、ステンレス鋼、鉄ニッケル合金、アルミニウム
合金などの金属材料を挙げることができる。中でも、鉄ニッケル合金であるインバー材は
熱による変形が少ないので好適に用いることができる。
【０１４３】
　金属マスク１０の厚みについても特に限定はないが、シャドウの発生をより効果的に防
止するためには、１００μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以下であることがより
好ましく、３５μｍ以下であることが特に好ましい。なお、５μｍより薄くした場合、破
断や変形のリスクが高まるとともにハンドリングが困難となる傾向にある。
【０１４４】
　また、図９（ａ）に示す形態では、金属マスク開口部１５を平面視したときの開口形状
は、矩形状を呈しているが、開口形状について特に限定はなく、金属マスク開口部１５の
開口形状は、台形状、円形状等いかなる形状であってもよい。
【０１４５】
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　金属マスク１０に形成される金属マスク開口部１５の断面形状についても特に限定され
ることはないが、図９（ｂ）に示すように蒸着源に向かって広がりをもつような形状であ
ることが好ましい。より具体的には、金属マスク１０の金属マスク開口部１５における下
底先端と、同じく金属マスク１０の金属マスク開口部１５における上底先端とを結んだ直
線と、金属マスク１０の底面とのなす角度、換言すれば、金属マスク１０の金属マスク開
口部１５を構成する内壁面の厚み方向断面において、金属マスク開口部１５の内壁面と金
属マスク１０の樹脂マスク２０と接する側の面（図示する形態では、金属マスクの下面）
とのなす角度は、５°以上８５°以下の範囲の範囲内であることが好ましく、１５°以上
８０°以下の範囲であることがより好ましく、２５°以上６５°以下の範囲であることが
さらに好ましい。特には、この範囲内の中でも、使用する蒸着機の蒸着角度よりも小さい
角度であることが好ましい。
【０１４６】
　以下、本開示の各実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法によって製造される好ましい
形態の蒸着マスクについて実施形態（Ａ）、及び実施形態（Ｂ)を例に挙げ説明する。
【０１４７】
　＜実施形態（Ａ）の蒸着マスク＞
　図１０に示すように、実施形態（Ａ）の蒸着マスク１００は、複数画面分の蒸着パター
ンを同時に形成するための蒸着マスクであって、樹脂マスク２０の一方の面上に、複数の
金属マスク開口部１５が設けられた金属マスク１０が積層されてなり、樹脂マスク２０に
は、複数画面を構成するために必要な樹脂マスク開口部２５が設けられ、各金属マスク開
口部１５が、少なくとも１画面全体と重なる位置に設けられている。
【０１４８】
　実施形態（Ａ）の蒸着マスク１００は、複数画面分の蒸着パターンを同時に形成するた
めに用いられる蒸着マスクであり、１つの蒸着マスク１００で、複数の製品に対応する蒸
着パターンを同時に形成することができる。実施形態（Ａ）の蒸着マスクで言う「樹脂マ
スク開口部」とは、実施形態（Ａ）の蒸着マスク１００を用いて作製しようとするパター
ンを意味し、例えば、当該蒸着マスクを有機ＥＬディスプレイにおける有機層の形成に用
いる場合には、樹脂マスク開口部２５の形状は当該有機層の形状となる。また、「１画面
」とは、１つの製品に対応する樹脂マスク開口部２５の集合体からなり、当該１つの製品
が有機ＥＬディスプレイである場合には、１つの有機ＥＬディスプレイを形成するのに必
要な有機層の集合体、つまり、有機層となる樹脂マスク開口部２５の集合体が「１画面」
となる。そして、実施形態（Ａ）の蒸着マスク１００は、複数画面分の蒸着パターンを同
時に形成すべく、樹脂マスク２０には、上記「１画面」が、所定の間隔をあけて複数画面
分配置されている。すなわち、樹脂マスク２０には、複数画面を構成するために必要な樹
脂マスク開口部２５が設けられている。
【０１４９】
　実施形態（Ａ）の蒸着マスクは、樹脂マスクの一方の面上に、複数の金属マスク開口部
１５が設けられた金属マスク１０が設けられ、各金属マスク開口部１５は、それぞれ少な
くとも１画面全体と重なる位置に設けられている。換言すれば、１画面を構成するのに必
要な樹脂マスク開口部２５間において、横方向に隣接する樹脂マスク開口部２５間に、金
属マスク開口部１５の縦方向の長さと同じ長さであって、金属マスク１０と同じ厚みを有
する金属線部分や、縦方向に隣接する樹脂マスク開口部２５間に、金属マスク開口部１５
の横方向の長さと同じ長さであって、金属マスク１０と同じ厚みを有する金属線部分が存
在していない。以下、金属マスク開口部１５の縦方向の長さと同じ長さであって、金属マ
スク１０と同じ厚みを有する金属線部分や、金属マスク開口部１５の横方向の長さと同じ
長さであって、金属マスク１０と同じ厚みを有する金属線部分のことを総称して、単に金
属線部分と言う場合がある。
【０１５０】
　実施形態（Ａ）の蒸着マスク１００によれば、１画面を構成するのに必要な樹脂マスク
開口部２５の大きさや、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間のピッチを狭くした場



(33) JP 6160747 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

合、例えば、４００ｐｐｉを超える画面の形成を行うべく、樹脂マスク開口部２５の大き
さや、樹脂マスク開口部２５間のピッチを極めて微小とした場合であっても、金属線部分
による干渉を防止することができ、高精細な画像の形成が可能となる。なお、１画面が、
複数の金属マスク開口部によって分割されている場合、換言すれば、１画面を構成する樹
脂マスク開口部２５間に金属マスク１０と同じ厚みを有する金属線部分が存在している場
合には、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間のピッチが狭くなっていくことにとも
ない、樹脂マスク開口部２５間に存在する金属線部分が蒸着対象物へ蒸着パターンを形成
する際の支障となり高精細な蒸着パターンの形成が困難となる。換言すれば、１画面を構
成する樹脂マスク開口部２５間に金属マスク１０と同じ厚みを有する金属線部分が存在し
ている場合には、フレーム付き蒸着マスクとしたときに当該金属線部分が、シャドウの発
生を引き起こし高精細な画面の形成が困難となる。
【０１５１】
　次に、図１０～図１３を参照して、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５の一例につ
いて説明する。なお、図示する形態において破線で閉じられた領域が１画面となっている
。図示する形態では、説明の便宜上少数の樹脂マスク開口部２５の集合体を１画面として
いるが、この形態に限定されるものではなく、例えば、１つの樹脂マスク開口部２５を１
画素としたときに、１画面に数百万画素の樹脂マスク開口部２５が存在していてもよい。
【０１５２】
　図１０に示す形態では、縦方向、横方向に複数の樹脂マスク開口部２５が設けられてな
る樹脂マスク開口部２５の集合体によって１画面が構成されている。図１１に示す形態で
は、横方向に複数の樹脂マスク開口部２５が設けられてなる樹脂マスク開口部２５の集合
体によって１画面が構成されている。また、図１２に示す形態では、縦方向に複数の樹脂
マスク開口部２５が設けられてなる樹脂マスク開口部２５の集合体によって１画面が構成
されている。そして、図１０～図１２では、１画面全体と重なる位置に金属マスク開口部
１５が設けられている。
【０１５３】
　上記で説明したように、金属マスク開口部１５は、１画面のみと重なる位置に設けられ
ていてもよく、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、２以上の画面全体と重なる位置に設
けられていてもよい。図１３（ａ）では、図１０に示す蒸着マスク１００において、横方
向に連続する２画面全体と重なる位置に金属マスク開口部１５が設けられている。図１３
（ｂ）では、縦方向に連続する３画面全体と重なる位置に金属マスク開口部１５が設けら
れている。
【０１５４】
　次に、図１０に示す形態を例に挙げて、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間のピ
ッチ、画面間のピッチについて説明する。１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間のピ
ッチや、樹脂マスク開口部２５の大きさについて特に限定はなく、蒸着作製するパターン
に応じて適宜設定することができる。例えば、４００ｐｐｉの高精細な蒸着パターンの形
成を行う場合には、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５において隣接する樹脂マスク
開口部２５の横方向のピッチ（Ｐ１）、縦方向のピッチ（Ｐ２）は６０μｍ程度となる。
また、樹脂マスク開口部の大きさは、５００μｍ2以上１０００μｍ2以下の範囲である。
また、１つの樹脂マスク開口部２５は、１画素に対応していることに限定されることはな
く、例えば、画素配列によっては、複数画素を纏めて１つの樹脂マスク開口部２５とする
こともできる。
【０１５５】
　画面間の横方向ピッチ（Ｐ３）、縦方向ピッチ（Ｐ４）についても特に限定はないが、
図１０に示すように、１つの金属マスク開口部１５が、１画面全体と重なる位置に設けら
れる場合には、各画面間に金属線部分が存在することとなる。したがって、各画面間の縦
方向ピッチ（Ｐ４）、横方向のピッチ（Ｐ３）が、１画面内に設けられている樹脂マスク
開口部２５の縦方向ピッチ（Ｐ２）、横方向ピッチ（Ｐ１）よりも小さい場合、或いは略
同等である場合には、各画面間に存在している金属線部分が断線しやすくなる。したがっ
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て、この点を考慮すると、画面間のピッチ（Ｐ３、Ｐ４）は、１画面を構成する樹脂マス
ク開口部２５間のピッチ（Ｐ１、Ｐ２）よりも広いことが好ましい。画面間のピッチ（Ｐ
３、Ｐ４）の一例としては、１ｍｍ以上１００ｍｍ以下の範囲である。なお、画面間のピ
ッチとは、１の画面と、当該１の画面と隣接する他の画面とにおいて、隣接している樹脂
マスク開口部間のピッチを意味する。このことは、後述する実施形態（Ｂ)の蒸着マスク
における樹脂マスク開口部２５のピッチ、画面間のピッチについても同様である。
【０１５６】
　なお、図１３に示すように、１つの金属マスク開口部１５が、２つ以上の画面全体と重
なる位置に設けられる場合には、１つの金属マスク開口部１５内に設けられている複数の
画面間には、金属マスク開口部の内壁面を構成する金属線部分が存在しないこととなる。
したがって、この場合、１つの金属マスク開口部１５と重なる位置に設けられている２つ
以上の画面間のピッチは、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間のピッチと略同等で
あってもよい。
【０１５７】
　また、樹脂マスク２０には、樹脂マスク２０の縦方向、或いは横方向にのびる溝（図示
しない）が形成されていてもよい。蒸着時に熱が加わった場合、樹脂マスク２０が熱膨張
し、これにより樹脂マスク開口部２５の寸法や位置に変化が生じる可能性があるが、溝を
形成することで樹脂マスクの膨張を吸収することができ、樹脂マスクの各所で生じる熱膨
張が累積することにより樹脂マスク２０が全体として所定の方向に膨張して樹脂マスク開
口部２５の寸法や位置が変化することを防止することができる。溝の形成位置について限
定はなく、１画面を構成する樹脂マスク開口部２５間や、樹脂マスク開口部２５と重なる
位置に設けられていてもよいが、画面間に設けられていることが好ましい。また、溝は、
樹脂マスクの一方の面、例えば、金属マスクと接する側の面のみに設けられていてもよく
、金属マスクと接しない側の面のみに設けられていてもよい。或いは、樹脂マスク２０の
両面に設けられていてもよい。
【０１５８】
　また、隣接する画面間に縦方向に延びる溝としてもよく、隣接する画面間に横方向に延
びる溝を形成してもよい。さらには、これらを組み合わせた態様で溝を形成することも可
能である。
【０１５９】
　溝の深さやその幅については特に限定はないが、溝の深さが深すぎる場合や、幅が広す
ぎる場合には、樹脂マスク２０の剛性が低下する傾向にあることから、この点を考慮して
設定することが必要である。また、溝の断面形状についても特に限定されることはなくＵ
字形状やＶ字形状など、加工方法などを考慮して任意に選択すればよい。実施形態（Ｂ)
の蒸着マスクについても同様である。
【０１６０】
　＜実施形態（Ｂ)の蒸着マスク＞
　次に実施形態（Ｂ)の蒸着マスクについて説明する。図１４に示すように、実施形態（
Ｂ)の蒸着マスクは、蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開口部２５が複数設け
られた樹脂マスク２０の一方の面上に、１つの金属マスク開口部（１つの孔１６）が設け
られた金属マスク１０が積層されてなり、当該複数の樹脂マスク開口部２５の全てが、金
属マスク１０に設けられた１つの孔と重なる位置に設けられている。
【０１６１】
　実施形態（Ｂ)の蒸着マスクで言う樹脂マスク開口部２５とは、蒸着対象物に蒸着パタ
ーンを形成するために必要な樹脂マスク開口部を意味し、蒸着対象物に蒸着パターンを形
成するために必要ではない樹脂マスク開口部は、１つの孔１６と重ならない位置に設けら
れていてもよい。なお、図１４は、実施形態（Ｂ)の蒸着マスクの一例を示す蒸着マスク
を金属マスク側から見た正面図である。
【０１６２】
　実施形態（Ｂ)の蒸着マスク１００は、複数の樹脂マスク開口部２５を有する樹脂マス
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ク２０上に、１つの孔１６を有する金属マスク１０が設けられており、かつ、複数の樹脂
マスク開口部２５の全ては、当該１つの孔１６と重なる位置に設けられている。この構成
を有する実施形態（Ｂ)の蒸着マスク１００では、樹脂マスク開口部２５間に、金属マス
クの厚みと同じ厚み、或いは、金属マスクの厚みより厚い金属線部分が存在していないこ
とから、上記実施形態（Ａ）の蒸着マスクで説明したように、金属線部分による干渉を受
けることなく樹脂マスク２０に設けられている樹脂マスク開口部２５の寸法通りに高精細
な蒸着パターンを形成することが可能となる。
【０１６３】
　また、実施形態（Ｂ)の蒸着マスクによれば、金属マスク１０の厚みを厚くしていった
場合であっても、シャドウの影響を殆ど受けることがないことから、金属マスク１０の厚
みを、耐久性や、ハンドリング性を十分に満足させることができるまで厚くすることがで
き、高精細な蒸着パターンの形成を可能としつつも、耐久性や、ハンドリング性を向上さ
せることができる。
【０１６４】
　実施形態（Ｂ)の蒸着マスクにおける樹脂マスク２０は、樹脂から構成され、図１４に
示すように、１つの孔１６と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応した樹脂マスク開
口部２５が複数設けられている。樹脂マスク開口部２５は、蒸着作製するパターンに対応
しており、蒸着源から放出された蒸着材が樹脂マスク開口部２５を通過することで、蒸着
対象物には、樹脂マスク開口部２５に対応する蒸着パターンが形成される。なお、図示す
る形態では、樹脂マスク開口部が縦横に複数列配置された例を挙げて説明をしているが、
縦方向、或いは横方向にのみ配置されていてもよい。
【０１６５】
　実施形態（Ｂ)の蒸着マスク１００における「１画面」とは、１つの製品に対応する開
口部２５の集合体を意味し、当該１つの製品が有機ＥＬディスプレイである場合には、１
つの有機ＥＬディスプレイを形成するのに必要な有機層の集合体、つまり、有機層となる
樹脂マスク開口部２５の集合体が「１画面」となる。実施形態（Ｂ)の蒸着マスクは、「
１画面」のみからなるものであってもよく、当該「１画面」が複数画面分配置されたもの
であってもよいが、「１画面」が複数画面分配置される場合には、画面単位毎に所定の間
隔をあけて樹脂マスク開口部２５が設けられていることが好ましい（実施形態（Ａ）の蒸
着マスクの図１０参照）。「１画面」の形態について特に限定はなく、例えば、１つの樹
脂マスク開口部２５を１画素としたときに、数百万個の樹脂マスク開口部２５によって１
画面を構成することもできる。
【０１６６】
　実施形態（Ｂ)の蒸着マスク１００における金属マスク１０は、金属から構成され１つ
の孔１６を有している。そして、本発明では、当該１つの孔１６は、金属マスク１０の正
面からみたときに、全ての樹脂マスク開口部２５と重なる位置、換言すれば、樹脂マスク
２０に配置された全ての樹脂マスク開口部２５がみえる位置に配置されている。
【０１６７】
　金属マスク１０を構成する金属部分、すなわち１つの孔１６以外の部分は、図１４に示
すように蒸着マスク１００の外縁に沿って設けられていてもよく、図１５に示すように金
属マスク１０の大きさを樹脂マスク２０よりも小さくし、樹脂マスク２０の外周部分を露
出させてもよい。また、金属マスク１０の大きさを樹脂マスク２０よりも大きくして、金
属部分の一部を、樹脂マスクの横方向外方、或いは縦方向外方に突出させてもよい。なお
、いずれの場合であっても、１つの孔１６の大きさは、樹脂マスク２０の大きさよりも小
さく構成されている。
【０１６８】
　図１４に示される金属マスク１０の１つの孔１６の壁面をなす金属部分の横方向の幅（
Ｗ１）や、縦方向の幅（Ｗ２）について特に限定はないが、Ｗ１、Ｗ２の幅が狭くなって
いくに従い、耐久性や、ハンドリング性が低下していく傾向にある。したがって、Ｗ１、
Ｗ２は、耐久性や、ハンドリング性を十分に満足させることができる幅とすることが好ま
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しい。金属マスク１０の厚みに応じて適切な幅を適宜設定することができるが、好ましい
幅の一例としては、実施形態（Ａ）の蒸着マスクにおける金属マスクと同様、Ｗ１、Ｗ２
ともに１ｍｍ以上１００ｍｍ以下の範囲である。
【０１６９】
　したがって、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法においては、最終的に製
造される蒸着マスクが上記で説明した好ましい形態となるように、樹脂板２０Ａの他方の
面上に保護シート３０を設ける位置や、樹脂マスク開口部２５を形成する工程におけるレ
ーザー光の照射などを決定することが好ましい。また、樹脂板２０Ａの他方の面上に保護
シート３０を設けるにあたっては、最終的に製造される蒸着マスクが上記で説明した好ま
しい形態となるように、その大きさや、配置する位置を決定することが好ましい。
【０１７０】
　また、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法においては、最終的に製造
される蒸着マスクが上記で説明した好ましい形態となるように、樹脂板２０Ａの他方の面
上に保護シート３０を吸着させる位置や、樹脂マスク開口部２５を形成する工程における
レーザー光の照射などを決定することが好ましい。また、樹脂板２０Ａの他方の面上に保
護シート３０を吸着させるにあたっては、最終的に製造される蒸着マスクが上記で説明し
た好ましい形態となるように、その大きさや、吸着位置を決定することが好ましい。
【０１７１】
　また、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法や、本開示の他の実施の形態に
係る蒸着マスクの製造方法を用いて、フレーム付き蒸着マスクを得ることもできる。図１
６、図１７は、フレーム４０に本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法や、本開
示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法により得られる蒸着マスクを固定してな
るフレーム付き蒸着マスク２００を樹脂マスク側から見た正面図である。フレーム付き蒸
着マスク２００は、図１６に示すように、フレーム４０に、１つの蒸着マスク１００が固
定されたものであってもよく、図１７に示すように、フレーム４０に、複数の蒸着マスク
１００が固定されたものであってもよい。フレーム付き蒸着マスク２００は、本開示の実
施の形態に係る蒸着マスクの製造方法や、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製
造方法により得られる蒸着マスクをフレーム４０に固定して得ることができ、また、予め
、フレーム４０に蒸着マスク準備体を固定することで得ることができる。また、図１７に
示す形態のフレーム付き蒸着マスクは、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法
や、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法により得られる複数の蒸着マス
クをフレーム４０に固定して得ることができ、また、予め、複数の蒸着マスク準備体６０
をフレーム４０に固定することで得ることもできる。
【０１７２】
　＜＜蒸着マスク準備体＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体について説明する。本開示の実施の
形態に係る蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金属マスクと当該金属マ
スク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マスク開口部が形成され
た樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るために用いられるものであり、樹脂マ
スク２０を得るための樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０が設けられ、当該樹脂
板２０Ａの他方の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０
００４Ｎ／１０ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている。本開示
の実施の形態に係る蒸着マスク準備体は、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスクの製
造方法の「蒸着マスク準備体を準備する工程」において説明した蒸着マスク準備体６０（
図１（ａ）参照）に対応しており、ここでの詳細な説明は省略する。本開示の実施の形態
に係る蒸着マスク準備体６０によれば、当該蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａに樹脂
マスク開口部２５を形成して樹脂マスク２０を得た後に、当該樹脂マスク２０から保護シ
ート３０を剥離除去することで、上記で説明した各種形態の蒸着マスクを得ることができ
る。
【０１７３】
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　本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体の変形形態（以下、変形形態の蒸着マスク
準備体と言う）は、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体と同様に、金属マス
ク開口部が形成された金属マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパ
ターンに対応する樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マス
クを得るために用いられるものであり、樹脂マスク２０を得るための樹脂板２０Ａの一方
の面上に金属マスク１０を得るための金属板１０Ａが設けられ、当該樹脂板２０Ａの他方
の面上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０
ｍｍ以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シートが設けられている。つまり、変形形態の蒸
着マスク準備体６０は、金属マスク開口部１５が形成されてなる金属マスク１０にかえて
、金属マスク開口部１５が形成される前の金属板１０Ａが樹脂板２０Ａの一方の面上に設
けられている点においてのみ、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体と相違し
ている。変形形態の蒸着マスク準備体によれば、当該蒸着マスク準備体の金属板１０Ａに
金属マスク開口部を形成して金属マスク１０を得た後に、当該金属マスク１０側から形成
された金属マスク開口部１５を通して、樹脂板２０Ａにレーザー光を照射して樹脂マスク
開口部２５を形成して樹脂マスク２０を得た後に、当該樹脂マスク２０から保護シート３
０を剥離除去することで、上記で説明した各種形態の蒸着マスクを得る。
【０１７４】
　以上説明した本開示の実施の形態に係る蒸着マスク準備体によれば、レーザー光によっ
て樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときに、形成された樹脂マスク２０に
「バリ」や「滓」が生ずることを抑制することができ、高精細な樹脂マスク開口部２５が
形成された樹脂マスク２０と金属マスク開口部１５を有する金属マスク１０とが積層され
てなる蒸着マスクを得ることができる。
【０１７５】
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体は、金属マスク開口部が形成された金
属マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸着作製するパターンに対応する樹脂マ
スク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されてなる蒸着マスクを得るために用いられ
るものであり、樹脂マスク２０を得るための樹脂板２０Ａの一方の面上に金属マスク１０
が設けられ、当該樹脂板２０Ａの他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シート
３０が吸着されてなる。本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体は、上記本開示
の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法の「蒸着マスク準備体を準備する工程」に
おいて説明した蒸着マスク準備体６０（図１（ａ）参照）に対応しており、ここでの詳細
な説明は省略する。本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体６０によれば、当該
蒸着マスク準備体６０の樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成して樹脂マスク２０
を得た後に、当該樹脂マスク２０から保護シート３０を剥離除去することで、上記で説明
した各種形態の蒸着マスクを得ることができる。
【０１７６】
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体の変形形態（以下、他の変形形態の蒸
着マスク準備体と言う）は、上記本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体と同様
に、金属マスク開口部が形成された金属マスクと当該金属マスク開口部と重なる位置に蒸
着作製するパターンに対応する樹脂マスク開口部が形成された樹脂マスクとが積層されて
なる蒸着マスクを得るために用いられるものであり、樹脂マスク２０を得るための樹脂板
２０Ａの一方の面上に金属マスク１０を得るための金属板１０Ａが設けられ、当該樹脂板
２０Ａの他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保護シート３０が吸着されてなる。
つまり、他の変形形態の蒸着マスク準備体６０は、金属マスク開口部１５が形成されてな
る金属マスク１０にかえて、金属マスク開口部１５が形成される前の金属板１０Ａが樹脂
板２０Ａの一方の面上に設けられている点においてのみ、上記本開示の他の実施の形態に
係る蒸着マスク準備体と相違している。他の変形形態の蒸着マスク準備体によれば、当該
蒸着マスク準備体の金属板１０Ａに金属マスク開口部を形成して金属マスク１０を得た後
に、当該金属マスク１０側から形成された金属マスク開口部１５を通して、樹脂板２０Ａ
にレーザー光を照射して樹脂マスク開口部２５を形成して樹脂マスク２０を得た後に、当
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該樹脂マスク２０から保護シート３０を剥離除去することで、上記で説明した各種形態の
蒸着マスクを得る。
【０１７７】
　以上説明した本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスク準備体によれば、レーザー光に
よって樹脂板２０Ａに樹脂マスク開口部２５を形成するときに、形成された樹脂マスク２
０に「バリ」や「滓」が生ずることを抑制することができ、高精細な樹脂マスク開口部２
５が形成された樹脂マスク２０と金属マスク開口部１５を有する金属マスク１０とが積層
されてなる蒸着マスクを得ることができる。
【０１７８】
　＜＜蒸着マスク＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る蒸着マスクについて説明する。本開示の実施の形態に
係る蒸着マスク１００は、樹脂マスク開口部２５を有する樹脂マスク２０の一方の面上に
、金属マスク開口部１５を有する金属マスク１０が設けられ、樹脂マスク２０の他方の面
上にＪＩＳ　Ｚ－０２３７：２００９で準拠される剥離強度が０．０００４Ｎ／１０ｍｍ
以上０．２Ｎ／１０ｍｍ未満の保護シート３０が設けられている（図１９参照）。
【０１７９】
　本開示の実施の形態に係る蒸着マスク１００は、樹脂板２０Ａを、樹脂マスク開口部２
５を有する樹脂マスク２０とした以外は、全て、上記本開示の実施の形態に係る蒸着マス
ク準備体と共通しており、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１８０】
　また、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクは、図１９に示すように、樹脂マスク
開口部２５を有する樹脂マスク２０の一方の面上に、金属マスク開口部１５を有する金属
マスク１０が設けられ、樹脂マスク２０の他方の面上に自己吸着性及び剥離性を有する保
護シート３０が吸着されてなる。
【０１８１】
　本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクは、樹脂板２０Ａを、樹脂マスク開口部２５
を有する樹脂マスク２０とした以外は、全て、上記本開示の他の実施の形態に係る蒸着マ
スク準備体と共通しており、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１８２】
　＜＜有機半導体素子の製造方法＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法について説明する。本開示
の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法は、フレームに蒸着マスクが固定されたフ
レーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成する工程を含み、蒸着パ
ターンを形成する工程で、フレームに固定される蒸着マスクが、上記で説明した本開示の
実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マスクである。
【０１８３】
　また、本開示の他の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法は、フレームに蒸着マ
スクが固定されたフレーム付き蒸着マスクを用いて蒸着対象物に蒸着パターンを形成する
工程を含み、蒸着パターンを形成する工程で、フレームに固定される蒸着マスクが、上記
で説明した本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方法で製造された蒸着マスク
である。
【０１８４】
　フレーム付き蒸着マスクを用いた蒸着法により蒸着パターンを形成する工程を有する本
開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法や、本開示の他の実施の形態に係る有
機半導体素子の製造方法は、基板上に電極を形成する電極形成工程、有機層形成工程、対
向電極形成工程、封止層形成工程等を有し、各任意の工程においてフレーム付き蒸着マス
クを用いた蒸着法により基板上に蒸着パターンが形成される。例えば、有機ＥＬデバイス
のＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）各色の発光層形成工程に、フレーム付き
蒸着マスクを用いた蒸着法をそれぞれ適用する場合には、基板上に各色発光層の蒸着パタ
ーンが形成される。なお、本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法や、本開
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示の他の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法は、これらの工程に限定されるもの
ではなく、蒸着法を用いる従来公知の有機半導体素子の製造における任意の工程に適用可
能である。
【０１８５】
　本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の製造方法や、本開示の他の実施の形態に係
る有機半導体素子の製造方法は、上記蒸着パターンを形成する工程において用いられるフ
レームに蒸着マスクが固定されたフレーム付き蒸着マスクが、上記で説明した本開示の実
施の形態に係る蒸着マスクの製造方法や、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製
造方法で製造された蒸着マスクであり、ここでの詳細な説明は省略する。本開示の実施の
形態に係る蒸着マスクの製造方法や、本開示の他の実施の形態に係る蒸着マスクの製造方
法によれば、蒸着作製するパターンに対応する樹脂マスク開口部２５が精度よく形成され
た樹脂マスク２０を有する蒸着マスクが得られることから、この蒸着マスクをフレームに
固定してなるフレーム付き蒸着マスクを用いた有機半導体素子の製造方法によれば、高精
細なパターンを有する有機半導体素子を形成することができる。本開示の実施の形態に係
る有機半導体素子の製造方法で製造される有機半導体素子や、本開示の他の実施の形態に
係る有機半導体素子の製造方法としては、例えば、有機ＥＬ素子の有機層、発光層や、カ
ソード電極等を挙げることができる。特に、本開示の実施の形態に係る有機半導体素子の
製造方法は、高精細なパターン精度が要求される有機ＥＬ素子のＲ（レッド）、Ｇ（グリ
ーン）、Ｂ（ブルー）発光層の製造に好適に用いることができる。
【０１８６】
　＜＜有機ＥＬディスプレイの製造方法＞＞
　次に、本開示の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイ（有機エレクトロルミネッセン
スディスプレイ）の製造方法（以下、本開示の有機ＥＬディスプレイの製造方法と言う）
について説明する。本開示の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、有機ＥＬディスプレイ
の製造工程において、上記で説明した本開示の有機半導体素子の製造方法により製造され
た有機半導体素子が用いられる。
【０１８７】
　また、本開示の他の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイの製造方法は、有機ＥＬデ
ィスプレイの製造工程において、上記で説明した本開示の他の実施の形態に係る有機半導
体素子の製造方法により製造された有機半導体素子が用いられる。
【０１８８】
　上記本開示の有機半導体素子の製造方法や、本開示の他の実施の形態に係る有機ＥＬデ
ィスプレイの製造方法により製造された有機半導体素子が用いられた有機ＥＬディスプレ
イとしては、例えば、ノートパソコン（図１８（ａ）参照）、タブレット端末（図１８（
ｂ）参照）、携帯電話（図１８（ｃ）参照）、スマートフォン（図１８（ｄ）参照）、ビ
デオカメラ（図１８（ｅ）参照）、デジタルカメラ（図１８（ｆ）参照）、スマートウォ
ッチ（図１８（ｇ）参照）等に用いられる有機ＥＬディスプレイを挙げることができる。
【符号の説明】
【０１８９】
１００…蒸着マスク
１０Ａ・・・金属板
１０…金属マスク
１５…金属マスク開口部
２０Ａ・・・樹脂板
２０…樹脂マスク
３０…保護シート
２５…樹脂マスク開口部
６０…蒸着マスク準備体
６２…レジスト材
６４…レジストパターン
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